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Ｉ 調査の目的と概要 
 
１ 調査の目的 

 「子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査 2018」は、子どものいる

世帯の生活状況やその保護者（主に母親）の仕事の実態や要望などを定点観測的に調査し、

子育て中の女性の仕事に対する支援策のあり方を検討する基礎資料を得るため実施されたも

のである。 

 

２ 調査の概要 

（１） 調査方法 

訪問留置回収法（※うち、54 件は調査協力者本人のご希望により郵送回収） 

 

（２） 調査期間 

2018 年 11 月～12 月 

 

（３） 標本設計 

① 母集団：末子が 18 歳未満のふたり親世帯またはひとり親世帯 

 （いずれも核家族世帯に限らず、祖父母等親族との同居世帯を含む） 
注1） 総務省統計局「国勢調査」におけるふたり親世帯の区分：「18 歳未満の親族のいる一般世帯」

のうち、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦，子供と両親から成る世帯」、「夫婦，子供とひとり
親から成る世帯」、「夫婦，子供と他の親族（親を含まない）から成る世帯」、「夫婦，子供，親
と他の親族から成る世帯」 

注2） 国勢調査におけるひとり親世帯区分：「18 歳未満の親族のいる一般世帯」のうち、「男親と子供
から成る世帯」、「女親と子供から成る世帯」、「他に分類されない親族世帯」 

注3） 厚生労働省「国民生活基礎調査」では「18 歳未満の未婚の子ども」を、「全国ひとり親世帯等
調査」では「20 歳未満の未婚の子ども」を児童としているが、本調査では今後の国際比較も念
頭に、米、独、仏等主要国に合わせ、「18 歳未満の全ての子ども」を児童としている。 

② 調査対象地域：全国 

③ 調査地点数：175 

④ 調査対象者数：ふたり親世帯 2,000 ひとり親世帯 2,000 

⑤ 調査対象抽出方法：住民基本台帳から層化二段無作為抽出 

 

（４） 回収状況 

調査設計（名簿）ベースでの世帯類型別有効回答数（率）は表１－１の通りである。 

 
表１－１ 調査設計ベースでの有効回答数（率） 

     
 
       

  

世帯計        有効回答数 1,974 票（有効回答率 49.4%） 

ふたり親世帯     有効回答数 1,096 票（有効回答率 54.8%） 
ひとり親世帯     有効回答数   878 票（有効回答率 43.9%） 
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本人確認・回答状況等に基づいて入れ替えを行った後の世帯類型別有効回答数は表１－２

の通りである。 

        

表１－２ 本人確認・回答状況等に基づく有効回答数 

     

 

 

 

  

 

 

注：(1) 原則として、ふたり親世帯の場合は、母親が調査票に回答するよう依頼している。 
  (2) 本調査においては、離婚に向けて手続きが進んでいる場合は、「ひとり親世帯」として、単身赴任

などで一時的に別居や事実婚の場合は、「ふたり親世帯」としている。 

 

調査設計ベースでは、世帯類型（ふたり親世帯/ひとり親世帯）が、住民基本台帳に記載さ

れている氏名、性別、生年月、住所情報から推測される。1,974 有効回答票のうち、調査設計

ベースでの世帯類型と実際の世帯類型が一致するのは、1,770 票（89.7%）である。一方、調

査設計ベースでの世帯類型と実際の世帯類型が一致しないのは、204 票（10.3%）である。 

そのうち、名簿上はふたり親世帯であったが、実際にはひとり親世帯だったのは 27 票であ

る。一方、名簿上はひとり親世帯であったが実際には、片親が単身赴任等でふたり親世帯だ

ったのは 63 票である。 

  

 【世帯類型変更(204 票)の理由】 

  ○ 単身赴任等でふたり親だった          63 票 

  ○ 離婚・離婚協議中等でひとり親に変更      27 票 

  ○ 実査時、実査後の状況確認で属性を変更    114 票 

 

Ⅱ 標本抽出方法の詳細 
 
 調査対象世帯（標本）は、層化二段無作為抽出法によって抽出されている。「層化二段無作

為抽出法」とは、行政単位と地域によって全国をブロックごとに分類し（層化）、各層に調査

地点を人口に応じて比例配分し、国勢調査における調査区域及び住民基本台帳を利用して（二

段）、地点ごとに一定数の標本抽出を行う方法である。具体的な手順は、下記の通りである。 

 

（１）ふたり親世帯    1,267 票 
 うち、母親回答    1,218 票 
    父親回答    49 票  

（２）ひとり親世帯    707 票 
 うち、母子世帯    653 票 
    父子世帯    54 票 
（３）その他世帯    0 票 
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１ 層化 
全国の市町村を、都道府県を単位として次のように、東京都区部、指定都市および 11 の地

区に分類する。 

◎東京都区部 

◎20 の政令指定都市（都市ごとに分類） 

◎北海道地区＝北海道 

◎東北地区＝青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

◎関東地区＝茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

◎北陸地区＝新潟県、富山県、石川県、福井県 

◎東山地区＝山梨県、長野県、岐阜県 

◎東海地区＝静岡県、愛知県、三重県 

◎近畿地区＝滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

◎中国地区＝鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

◎四国地区＝愛媛県、香川県、高知県、徳島県 

◎北九州地区＝福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 

◎南九州・沖縄地区＝熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 

11 の地区においては、さらに市郡規模によって次のように４分類し、層化する。 

○人口 20 万人以上の市 

○人口 10 万人以上 20 万人未満の市 

○人口 10 万人未満の市 

○町村 

上記の「層化」により、全国を総計 65（=1+20＋11×4）の抽出単位地域（ブロック）に区

分する。 

  

２ 標本数の配分 
各抽出単位地域（ブロック）におけるそれぞれの世帯類型の大きさにより 4,000 の標本を

比例配分する。ただし、母集団の分布を算出する際に、平成 27(2015)年国勢調査（世帯の家

族類型 22 区分、（再掲 Recount）18 歳未満親族のいる一般世帯）の市区町村別数値がベース

となっている。 

 

３ 抽出 

① 平成 27(2015)年国勢調査時に設定された調査区の基本単位区を、第１段目の抽出単位

として、使用する。 

② 「国勢調査」データから比例配分された世帯数を１調査地点で調査する世帯数（20～

30 程度、ひとり親世帯とふたり親世帯が半々ずつ）で割って抽出すべき調査地点数を求
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める。その上で、層（ブロック）ごとに 
 

抽出間隔 ＝ （層における国勢調査時のひとり親またはふたり親世帯数） 
層で算出された調査地点数 

 
 を算出し、等間隔抽出法によって該当番目が含まれる基本単位区を抽出し、抽出の起点

とする。 

③ 抽出に際しての各層内における市区町村の配列順序は、総務省設定の市区町村コード

に従う。 

④ 調査地点における対象世帯の抽出は、住民基本台帳により、抽出の起点から系統抽出

法によって抽出する。なお、世帯類型（ふたり親世帯/ひとり親世帯）が、住民基本台帳

に記載されている氏名、性別、生年月、住所情報から推測される。 

 

４ クォータ法抽出の調査地点について 
 上記の方法を用いて全国から 175 の調査地点を無作為に抽出したところ、下記の 2 地点に

ついては台帳抽出を行わず、当該地点で性・年代を指定した対象世帯を探し出して調査依頼

をする、いわゆる「割当法（クォータ法）」を用いて標本抽出を行っている。住民基本台帳か

ら抽出できなかった理由は、表２－１に記載の通りである。 

 

表２－１ クォータ法抽出の調査地点 
  地区  都市規模 都道府県 市区町村  理由 

1 北陸地区 政令指定都市 新潟県 新潟市東区 公用調査と認められない 

2 近畿地区 人口 20 万以上 兵庫県 加古川市 公用調査と認められない 

 

なお、前回調査では、「台帳の並び順が世帯単位ではない」ことを理由にクォータ法抽出を

行った札幌市と熊本市の調査地点については、今回は台帳抽出を行った。札幌市（３地点）

と熊本市（１地点）の台帳は、町丁内の住所の近い者同士が一緒に並べられているため、調

査員が苗字、性別、生年月、住所情報から同一世帯同士かどうか、ひとり親世帯かふたり親

世帯かを推測することができた。 

クォータ法の具体的な実施手順は、下記の通りとなっている。 

① 抽出された各調査地点で、母集団比率に応じて対象世帯を性・年代ごとに割当てる。 
   ↓ 

② 地点の起点となる大字町丁目と、起点地点で調査完了できなかった場合の次候補地点

を隣接地域から５つまで指定し、地点の拡大順と拡大範囲を定める。 
   ↓ 

③ 調査員は、起点地点内で指示された起点番地から訪問し、原則として「世帯間隔３」

（ひとり親世帯は全数）で世帯訪問し、割当て及び対象者条件に適合する対象世帯を、

全割当数が完了するまで探して調査を実施する。 
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Ⅲ 本調査シリーズの位置づけ 
 
 本調査は、2011 年、2012 年、2014 年と 2016 年に行われた第１回～第４回「子どものいる

世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査」（略称：子育て世帯全国調査）に続く第５

回調査である1。 

 調査対象、調査時期、標本設計および調査方法については、過去の４回調査と本調査は全

く変わらない。また、本調査の調査票の質問項目は、第２～４回調査とおおむね同じである。 

なお、本調査シリーズは、調査速報的な性格を持っている。今後、調査結果をさらに精査

して、個別テーマでの詳細な分析を行い、労働政策研究報告書としてとりまとめることとし

ている。 

 

Ⅳ 集計方法と標本の代表性2 
 
１ 集計方法と利用上の注意 

「子育て世帯全国調査」における抽出単位地域（ブロック）、世帯類型ごとの母集団数およ

び有効回答数は、表４－１のとおりである。 

母子世帯、父子世帯、ふたり親世帯の数値は、いずれも単純集計の結果である。世帯類型

ごとの集計値を示すことで、ひとり親世帯のオーバーサンプリングを補正する必要がなくな

った。また、今回の調査は、過去回調査と同様に高い回収率が確保されており、調査サンプ

ルにも明らかな偏りが見られないため、地域ブロックごとの有効回収率の違いを補正する必

要性が低いと判断した。 

そのため、本調査シリーズは、第３回（JILPT 調査シリーズ No.145）と第４回（JILPT 調

査シリーズ No.175）のようなウエイトバック集計を行っておらず、集計値の解釈と利用がし

やすい単純集計の結果を公表することにした。 

なお、集計結果を利用するにあたっては、以下のことに留意されたい。 
 

（1）「Ⅴ 主な調査結果」の集計値は、特に言及しない限り、「不詳」を含む集計結果とな

っている。「不詳」を含まない以前の調査シリーズの集計結果とは異なる場合がある。 

（2）今回の単純集計値は、地域ブロックごとの有効回収率の違いを補正した第３回と第４

回の速報値とはわずかにズレが生じる場合がある。 

（3）構成比の数値は、四捨五入の関係で、総計と内訳の合計が一致しないことがある。 

（4）父子世帯の調査対象が少ない（標本サイズが 100 未満である）ため利用上注意を要す

る。  
                                                      
1 第１回、第２回、第３回と第４回の調査結果については、JILPT 調査シリーズ No.95、No.109、No.145 と No.175 
をご参照ください。 

2 以下は速報値であり、今後、数値の修正等の変更がありうる。 
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表４－１ 世帯類型・ブロック別母集団数と有効回答数 

 

ふたり親 ひとり親

母集団数 有効回答数 母集団数 有効回答数 母集団数 有効回答数 母集団数 有効回答数

政令指定都市－札幌市 136,037 13 30,254 15 137,853 15 32,088 24
政令指定都市－宮城県仙台市 83,298 11 12,086 3 85,461 11 14,218 7
政令指定都市－埼玉県さいたま市 111,177 10 11,465 4 110,659 12 12,020 6
政令指定都市－千葉県千葉市 81,237 7 10,323 6 80,710 13 9,452 5

東京都23区 667,478 67 93,488 24 616,372 72 92,817 31
政令指定都市－神奈川県横浜市 316,834 28 36,599 13 319,112 39 38,130 17
政令指定都市－神奈川県川崎市 124,994 12 12,274 4 123,286 12 13,097 8
政令指定都市－神奈川県相模原市 57,773 5 7,679 6 60,323 5 7,940 5
政令指定都市－新潟県新潟市 63,462 7 8,189 4 65,817 7 8,799 7
政令指定都市－静岡県静岡市 54,702 9 7,272 2 57,879 11 7,466 6
政令指定都市－静岡県浜松市 67,982 9 7,703 6 70,114 9 7,705 3
政令指定都市－愛知県名古屋市 179,271 20 26,191 12 179,815 19 28,109 13
政令指定都市－京都府京都市 101,243 10 17,567 5 103,640 10 18,602 2
政令指定都市－大阪府大阪市 172,145 14 38,473 11 180,095 18 40,146 13
政令指定都市－大阪府堺市 68,083 9 11,684 1 69,397 10 12,588 3
政令指定都市－兵庫県神戸市 115,382 10 18,427 2 119,379 11 20,201 5
政令指定都市－岡山県岡山市 58,304 13 9,021 4 59,130 8 9,428 4
政令指定都市－広島県広島市 101,608 11 15,474 5 101,936 14 15,559 11
政令指定都市－福岡県北九州市 69,530 13 13,752 10 72,949 10 14,941 14
政令指定都市－福岡県福岡市 118,956 19 22,034 7 113,788 9 21,504 8
政令指定都市－熊本県熊本市 59,775 13 11,467 0 61,203 8 11,661 10
北海道地区－ 人口20万以上 37,923 6 10,045 11 41,488 6 11,347 8

人口10万以上 59,434 6 14,390 6 65,743 10 15,652 14
人口10万未満 65,091 10 13,288 12 73,631 13 14,674 10
町村 66,079 7 11,571 7 76,164 12 12,612 11

東北地区－ 人口20万以上 177,722 34 30,069 22 195,967 35 33,859 21
人口10万以上 76,533 8 12,205 6 86,048 14 13,476 10
人口10万未満 209,084 26 30,461 27 239,294 29 33,167 11
町村 112,558 14 14,590 9 135,608 24 16,581 11

関東地区 人口20万以上 836,831 104 104,903 47 839,339 100 107,471 50
人口10万以上 631,674 70 79,010 34 650,992 88 81,756 34
人口10万未満 437,545 60 57,164 28 490,362 64 62,747 30
町村 138,794 20 17,388 4 156,185 25 18,220 14

北陸地区－ 人口20万以上 114,397 19 14,154 6 119,282 13 14,582 14
人口10万以上 47,540 9 5,146 4 59,400 9 6,362 3
人口10万未満 159,156 23 17,221 11 167,242 26 17,758 12
町村 31,017 6 2,990 2 35,059 7 3,221 1

東山地区－ 人口20万以上 83,834 10 10,704 4 88,688 16 11,631 5
人口10万以上 70,271 8 9,259 5 75,105 13 9,698 6
人口10万未満 178,700 32 21,481 15 195,002 19 22,065 11
町村 66,548 9 7,095 3 73,343 9 7,309 1

東海地区－ 人口20万以上 235,910 27 28,348 14 245,516 30 28,581 12
人口10万以上 253,582 38 30,442 8 265,180 33 30,754 15
人口10万未満 227,283 28 25,239 13 238,746 41 25,984 17
町村 72,615 8 7,965 5 76,193 16 7,867 2

近畿地区－ 人口20万以上 500,976 64 74,244 32 511,695 63 78,394 31
人口10万以上 241,058 31 35,927 17 247,730 31 37,010 14
人口10万未満 321,301 36 44,652 20 354,692 34 47,551 16
町村 87,013 16 11,387 4 95,850 12 11,529 3

中国地区－ 人口20万以上 125,734 22 20,261 15 132,022 23 21,343 10
人口10万以上 140,916 22 21,686 16 148,337 23 22,650 18
人口10万未満 101,030 12 15,079 14 112,310 17 15,833 9
町村 39,346 8 5,121 2 43,142 4 5,446 4

四国地区－ 人口20万以上 115,283 14 21,536 12 121,861 21 23,788 16
人口10万以上 37,783 7 6,554 7 40,611 9 6,890 4
人口10万未満 82,380 14 13,688 13 92,352 19 14,889 9
町村 40,493 4 6,491 6 45,187 7 7,036 7

北九州地区－ 人口20万以上 130,363 20 23,297 17 135,952 22 25,903 25
人口10万以上 63,363 3 12,131 2 66,908 9 12,785 6
人口10万未満 181,825 30 29,711 28 196,443 33 31,272 26
町村 80,531 11 13,650 8 84,171 12 13,772 9
人口20万以上 104,154 16 22,305 16 109,282 17 23,815 16
人口10万以上 81,596 13 18,942 13 86,481 11 18,838 8
人口10万未満 137,215 18 27,271 14 148,280 22 28,005 11
町村 78,930 14 14,645 4 83,947 16 14,730 12

全国計 9,890,682 1,267 1,435,128 707 10,335,748 1,380 1,505,324 779

ふたり親世帯 ひとり親世帯

南九州・沖縄
地区－

抽出単位地域－ブロック

第4回(2016)子育て世帯全国調査第5回(2018)子育て世帯全国調査

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）
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（続き） 

 
※2011 年の有効回答数は、都市規模変数(kibo)のコーディングミスを修正後の数値である。 
注：母集団数の準拠は、2011 年調査が 2005 年国勢調査、2012-2016 年調査が 2010 年国勢調査、2018 年調査が

2015 年国勢調査となっている。 

母集団数
有効回
答数

母集団数
有効回
答数

母集団数
有効回
答数

母集団数
有効回
答数

母集団数
有効回
答数

母集団数
有効回
答数

政令指定都市－札幌市 137,853 21 32,088 16 137,853 18 32,088 22 147,343 24 30,207 14
政令指定都市－宮城県仙台市 85,461 10 14,218 3 85,461 18 14,218 5 89,174 14 12,636 10
政令指定都市－埼玉県さいたま市 110,659 16 12,020 7 110,659 19 12,020 4 111,839 14 10,694 7
政令指定都市－千葉県千葉市 80,710 16 9,452 13 80,710 8 9,452 6 82,993 12 9,580 3

東京都23区 616,372 63 92,817 37 616,372 79 92,817 47 589,453 77 83,908 28
政令指定都市－神奈川県横浜市 319,112 32 38,130 20 319,112 37 38,130 19 319,066 33 32,948 15
政令指定都市－神奈川県川崎市 123,286 15 13,097 10 123,286 19 13,097 3 114,746 19 11,524 1
政令指定都市－神奈川県相模原市 60,323 2 7,940 1 60,323 2 7,940 0 62,565 8 7,228 4
政令指定都市－新潟県新潟市 65,817 12 8,799 5 65,817 8 8,799 6 69,692 7 8,631 7
政令指定都市－静岡県静岡市 57,879 5 7,466 5 57,879 8 7,466 6 61,557 9 7,198 6
政令指定都市－静岡県浜松市 70,114 10 7,705 5 70,114 11 7,705 2 74,039 9 7,133 4
政令指定都市－愛知県名古屋市 179,815 25 28,109 14 179,815 21 28,109 12 184,043 20 25,281 5
政令指定都市－京都府京都市 103,640 14 18,602 3 103,640 11 18,602 7 109,366 6 17,013 6
政令指定都市－大阪府大阪市 180,095 20 40,146 17 180,095 32 40,146 15 186,289 17 38,308 18
政令指定都市－大阪府堺市 69,397 12 12,588 4 69,397 13 12,588 6 70,525 9 11,222 7
政令指定都市－兵庫県神戸市 119,379 4 20,201 6 119,379 15 20,201 14 124,819 16 19,301 9
政令指定都市－岡山県岡山市 59,130 8 9,428 7 59,130 12 9,428 9 60,497 9 8,576 8
政令指定都市－広島県広島市 101,936 24 15,559 8 101,936 20 15,559 7 104,053 16 14,336 8
政令指定都市－福岡県北九州市 72,949 6 14,941 8 72,949 11 14,941 11 77,883 11 14,767 14
政令指定都市－福岡県福岡市 113,788 18 21,504 10 113,788 18 21,504 9 113,418 9 20,354 5
政令指定都市－熊本県熊本市 61,203 12 11,661 4 61,203 7 11,661 6
北海道地区－ 人口20万以上 41,488 6 11,347 4 41,488 9 11,347 4 47,173 9 11,981 5

人口10万以上 65,743 11 15,652 11 65,743 5 15,652 3 74,561 9 15,794 13
人口10万未満 73,631 9 14,674 13 73,631 7 14,674 5 82,278 14 14,943 9
町村 76,164 12 12,612 2 76,164 12 12,612 8 89,374 6 12,670 3

東北地区－ 人口20万以上 195,967 33 33,859 16 195,967 36 33,859 16 216,778 32 32,516 30
人口10万以上 93,919 15 14,561 10 93,919 14 14,561 13 114,367 23 14,729 15
人口10万未満 226,428 37 31,448 24 226,428 30 31,448 9 249,447 34 29,947 13
町村 140,603 22 17,215 9 140,603 19 17,215 3 163,708 20 17,145 16

関東地区 人口20万以上 856,086 99 109,634 43 856,086 112 109,634 39 847,751 111 96,320 49
人口10万以上 641,489 75 80,503 34 641,489 86 80,503 41 681,141 84 75,775 46
人口10万未満 473,063 60 60,817 29 473,063 60 60,817 32 514,692 67 57,849 34
町村 166,240 22 19,240 10 166,240 19 19,240 8 186,410 26 18,094 8

北陸地区－ 人口20万以上 136,282 21 16,479 9 136,282 20 16,479 7 144,168 18 15,374 10
人口10万以上 50,413 10 5,381 4 50,413 10 5,381 4 54,392 10 5,288 5
人口10万未満 159,229 23 16,842 15 159,229 32 16,842 8 170,640 27 15,460 10
町村 35,059 5 3,221 4 35,059 4 3,221 3 43,528 8 3,613 3

東山地区－ 人口20万以上 88,688 17 11,631 4 88,688 9 11,631 7 92,918 8 10,848 9
人口10万以上 75,105 10 9,698 9 75,105 11 9,698 3 80,283 13 9,097 2
人口10万未満 195,002 29 22,065 14 195,002 27 22,065 13 211,761 31 20,177 13
町村 73,343 10 7,309 6 73,343 8 7,309 3 80,837 5 6,683 3

東海地区－ 人口20万以上 261,754 38 31,028 17 261,754 44 31,028 12 270,342 31 28,228 20
人口10万以上 257,448 42 29,113 11 257,448 44 29,113 10 277,020 39 28,155 15
人口10万未満 230,240 32 25,178 25 230,240 39 25,178 12 223,856 34 21,681 15
町村 76,193 14 7,867 2 76,193 3 7,867 0 83,613 10 7,506 6

近畿地区－ 人口20万以上 528,995 57 81,595 34 528,995 76 81,595 37 555,352 73 77,577 46
人口10万以上 239,238 39 35,262 24 239,238 38 35,262 18 251,917 27 31,882 14
人口10万未満 345,884 38 46,098 20 345,884 45 46,098 26 373,094 45 42,235 27
町村 95,850 9 11,529 3 95,850 14 11,529 8 106,927 12 10,777 6

中国地区－ 人口20万以上 132,022 23 21,343 9 132,022 23 21,343 16 122,007 19 18,714 11
人口10万以上 148,337 25 22,650 8 148,337 33 22,650 6 182,136 29 25,349 15
人口10万未満 112,310 15 15,833 6 112,310 26 15,833 9 118,205 15 14,498 12
町村 43,142 7 5,446 4 43,142 7 5,446 4 52,477 13 5,562 4

四国地区－ 人口20万以上 121,861 16 23,788 12 121,861 22 23,788 14 130,429 8 23,037 5
人口10万以上 40,611 7 6,890 3 40,611 13 6,890 4 43,564 6 6,648 2
人口10万未満 92,352 13 14,889 12 92,352 29 14,889 16 104,924 16 14,556 9
町村 45,187 6 7,036 4 45,187 18 7,036 7 52,022 9 6,889 5

北九州地区－ 人口20万以上 135,952 27 25,903 18 135,952 19 25,903 11 147,285 20 25,726 15
人口10万以上 75,183 9 14,083 4 75,183 5 14,083 0 82,237 9 13,737 6
人口10万未満 188,168 41 29,974 18 188,168 17 29,974 5 207,144 29 28,875 25
町村 84,171 15 13,772 10 84,171 10 13,772 2 90,139 9 13,405 10
人口20万以上 109,282 18 23,815 18 109,282 20 23,815 6 179,213 38 34,413 8
人口10万以上 86,481 14 18,838 16 86,481 14 18,838 6 101,537 11 19,788 6
人口10万未満 148,280 27 28,005 16 148,280 18 28,005 14 155,875 22 26,611 16
町村 83,947 13 14,730 14 83,947 14 14,730 5 91,931 17 14,394 10

全国計 10,335,748 1,416 1,505,324 781 10,335,748 1,508 1,505,324 693 10,902,813 1,435 1,415,391 783

第1回(2011)子育て世帯全国調査※

ふたり親世帯 ひとり親世帯ひとり親世帯

南九州・沖縄
地区－

抽出単位地域－ブロック

第3回(2014)子育て世帯全国調査

ふたり親世帯

第2回(2012)子育て世帯全国調査

ふたり親世帯 ひとり親世帯

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）
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２ 標本の代表性 
 表４－２は、世帯と保護者の基本属性について、厚生労働省が行った２つの全国調査－「国

民生活基礎調査」、「全国ひとり親世帯等調査」－との比較である。 

 世帯人員数、親（子どもの祖父母）との同居率、保護者の平均年齢、 終学歴等の基本属

性について、本調査の平均値は、他の２つの全国調査とほとんど変わらないことが分かる。 

なお、ひとり親世帯に占める父子世帯の割合は、本調査では 7.6%となっており、厚生労働

省「全国ひとり親世帯等調査」(16.4%)の半分程度に留まっている。本調査では父子世帯の出

現率は低く、サンプルサイズも小さいため、集計値が大きくぶれる可能性がある。そのため、

父子世帯の集計結果は注意して利用されることが望まれる。また、本調査では、母子世帯の

母親の有業率、就業所得はやや高めになっていることも留意されたい。 

 

表４－２a 基本属性－母子世帯・父子世帯 

 
 

第1回
(2011)

第2回
(2012)

第3回

(2014)
第4回

(2016)
第5回

(2018)
第1回
(2011)

第2回
(2012)

第3回

(2014)
第4回

(2016)
第5回

(2018)

世帯人員（人） 3.6 3.4 3.3 3.3 3.2 3.3 3.9 3.8 3.4 3.5 3.7 3.7

子ども数（人） 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.5 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 1.5

末子の年齢（歳） 10.2 10.4 10.2 10.3 9.9 11.3 10.7 11.4 11.8 10.8 11.0 12.8

親との同居率 40.7% 32.0% 32.4% 34.2% 29.1% 27.7% 59.2% 56.3% 40.4% 46.8% 39.6% 44.2%
本人または配偶者名義の持
家比率

18.1% 21.1% 16.0% 19.9% 15.2% 15.2% 50.6% 44.4% 45.7% 42.2% 31.5% 49.4%

母（父）親の有業率 84.0% 85.7% 88.9% 87.0% 89.6% 81.8% 95.2% 96.9% 90.6% 92.9% 92.6% 85.1%

母（父）親の就業状況

　－無業 16.0% 14.3% 11.1% 13.0% 10.4% 9.4% 4.8% 3.1% 9.4% 7.1% 7.4% 5.4%

　－正社員 33.5% 31.4% 38.7% 37.2% 43.0% 36.2% 81.0% 64.6% 69.8% 75.3% 70.4% 58.2%

　－パート・アルバイト 33.6% 34.5% 33.7% 31.4% 29.7% 35.8% 1.2% 3.1% 1.9% 4.7% 1.9% 5.4%

　－派遣・契約社員等 16.9% 19.8% 16.5% 18.4% 16.8% 18.6% 13.1% 29.2% 18.9% 12.9% 20.4% 31.0%

母（父）親の年齢（歳） 39.6 40.1 40.1 40.6 40.7 41.1 44.0 43.7 43.5 44.1 42.8 45.7

母（父）親の 終学歴

　-中学校 8.6% 12.7% 10.8% 12.3% 11.3% 11.5% 3.9% 15.0% 13.3% 12.5% 6.4% 13.2%

　-高校 48.3% 46.7% 44.9% 45.1% 44.9% 44.8% 50.6% 45.0% 44.4% 46.3% 53.2% 48.9%

　-短大・高専・専修学校他 34.1% 33.6% 34.0% 32.9% 35.9% 34.5% 15.6% 13.3% 13.3% 11.3% 19.1% 18.6%

　-大学・大学院 9.0% 7.0% 10.3% 9.7% 8.0% 9.1% 29.9% 26.7% 28.9% 30.0% 21.3% 19.4%

世帯所得（税込、万円） 293.7 321.8 322.2 316.8 299.9 348.0 549.9 555.4 464.8 505.8 623.5 573.0

母（父）親の就業所得（万円） 172.6 194.6 225.7 215.8 234.2 200.0 423.1 436.2 394.5 445.6 524.7 420.0

有効回答数 699 621 724 693 653 2,060 84 65 53 86 54 405

子育て世帯全国調査 全国ひとり

親世帯等調

査2016

母子世帯 父子世帯＊

子育て世帯全国調査 全国ひとり

親世帯等調

査2016

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）
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表４－２b 基本属性－ふたり親世帯 

 
注：(1) 単純集計値である。復元倍率によるウエイトバック集計を行っている JILPT 調査シリーズ No.145、

No.175 の速報値と異なる場合がある。 
  (2) パーセンテージは、不詳を除いた構成比である。 
  (3) 母親の有業率、就業状況、年齢、 終学歴および就業所得は、父親回答の標本（N=49）を除いた集

計値である。 
  (4) 国民生活基礎調査の数値は、18 歳未満の児童のいる世帯全体（ひとり親世帯を含む）についてのも

のである。ただし、「親との同居率」は児童のいる世帯のうち三世代世帯の割合を引用している。そ

のうち、※のある数値は、「平成 28(2016)年国民生活基礎調査」の公表値を元に筆者が算出したも

のである。 

 

 

  

世帯全体

第1回
(2011)

第2回
(2012)

第3回

(2014)
第4回

(2016)
第5回

(2018)

世帯人員（人） 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.0

子ども数（人） 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7

末子の年齢（歳） 7.6 7.9 7.5 7.3 7.7 N.A.

親との同居率 25.2% 19.6% 22.9% 16.6% 17.1% 14.7%※

本人または配偶者名義の持家比率 57.9% 56.6% 58.1% 62.0% 60.6% N.A.

母親の有業率 61.2% 67.2% 69.7% 70.2% 73.1% 67.2%※

母親の就業状況－無業 38.8% 32.8% 30.3% 29.8% 26.9% 32.8%※

　－正社員 17.6% 21.9% 20.0% 23.2% 23.5% 21.9%※

　－パート・アルバイト 29.6% 31.3% 34.2% 34.5% 36.0% 31.1%※

　－派遣・契約社員等 14.0% 14.0% 15.4% 12.5% 13.5% 14.2%※

母親の年齢（歳） 39.5 40.1 40.1 40.5 40.9 N.A.

母親の 終学歴-中学校 4.6% 3.7% 3.3% 2.5% 3.1% N.A.

　-高校 38.2% 37.7% 33.5% 33.0% 29.2% N.A.

　-短大・高専・専修学校他 39.7% 41.1% 42.4% 41.2% 41.8% N.A.

　-大学・大学院 17.5% 17.4% 20.7% 23.2% 25.9% N.A.

世帯所得（税込、万円） 624.7 671.6 697.3 721.6 734.7 707.8

母親の就業所得（万円） 115.8 134.0 119.1 138.6 141.5 N.A.

有効回答数 1,435 1,508 1,416 1,380 1,267 －

子育て世帯全国調査
国民生活基
礎調査2016

ふたり親世帯

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）
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Ⅴ 主な調査結果 
 
１ 家族構造 

（１）世帯人員―徐々に減少 

ふたり親世帯の平均世帯人員は、4.2 人となっている。一方、母子世帯の平均世帯人員は 3.2 

人となっており、父子世帯の 3.7 人より少なくなっている（表５－１－１）。 

 平均世帯人員は、第１回(2011)調査に比べて、母子世帯では 0.4 人、父子世帯では 0.2 人、

ふたり親世帯では 0.3 人減少している（図５－１－１）。 

 

表５－１－１ 世帯人員 

 
注：N（標本数）、平均値と標準偏差は実数である。それ以外の数値は、全て構成比のパーセンテージである。

以下同。 

 

図５－１－１ 平均世帯人員の推移（単位：人） 

 
 

 

 

  

N 2人 3人 4人 5人 6人
以上

不詳 合計
平均

（人）
標準
偏差

母子世帯 653 22.4 39.1 21.4 8.1 1.5 7.5 100.0 3.22 0.98
父子世帯 54 7.4 40.7 22.2 11.1 3.7 14.8 100.0 3.67 1.37
ふたり親世帯 1,267 0.6 18.7 47.2 21.4 8.1 4.1 100.0 4.21 0.93

3.6
3.4 3.3 3.3 3.2

3.9
3.8 3.4 3.5 3.7

4.5
4.3 4.3 4.2 4.2

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

第1回(2011） 第2回(2012） 第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子世帯 父子世帯 ふたり親世帯

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）
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（２）子どもの数―母子世帯では逆に増えている 

ふたり親世帯の平均子ども数は、2.1 人である。その内訳をみると、「２人」52.3%、「３人」

21.5%、「１人」21.2%となっており、子ども数が３人以下の世帯が全体の 95.0%を占めている

（表５－１－２）。一方、母子世帯と父子世帯の平均子ども数は、それぞれ 1.9 人と 2.0 人と

なっている。そのうち、「２人」と答えた母子/父子世帯がもっとも多く、全体の４～５割程

度を占めている。 

平均子ども数は、ふたり親世帯には目立った変化は見られないが、母子世帯は第１回(2011)

調査をわずかながら上回っている（図５－１－２a）。また、子どもが３人以上の多子世帯の

割合は、ふたり親世帯が 25.1%で第１回(2011)調査より２ポイント減少しているが、母子世

帯が 22.8%で３ポイント増えている（図５－１－２b）。 

 

表５－１－２ 子どもの数 

 
  

図５－１－２a 平均子ども数の推移（単位：人） 

 
 

図５－１－２b 子どもが３人以上の多子世帯の割合の推移（%） 

 

N 1人 2人 3人 4人 5人
以上

不詳 合計
（再掲）
3人以上

平均
（人）

標準
偏差

母子世帯 653 34.8 41.2 18.1 4.1 0.6 1.2 100.0 22.8 1.94 0.89
父子世帯 54 25.9 51.9 14.8 5.6 0.0 1.9 100.0 20.4 2.00 0.81
ふたり親世帯 1,267 21.2 52.3 21.5 2.9 0.7 1.4 100.0 25.1 2.09 0.79
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1.94

2.12 2.08 2.08 2.08 2.09
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1.70
1.80
1.90
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2.10
2.20

第1回(2011） 第2回(2012） 第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子世帯 ふたり親世帯

19.9

15.0
17.4

19.9
22.8

26.8 25.9 25.2 25.8 25.1

1.5

6.5

11.5

16.5

21.5

26.5

31.5

第1回(2011） 第2回(2012） 第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子世帯 ふたり親世帯

調査シリーズNo.192
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（３）理想の子ども数―「３人以上」が引き続き減少 

ふたり親世帯の理想の子ども数は、平均 2.5 人であり、実際の平均子ども数(2.1 人)より 0.4

人多い。その内訳をみると、「２人」50.3%、「３人以上」42.4%、「１人」4.1%となっている。

「３人以上」が理想の子ども数とするふたり世帯の親の割合は、実際の多子世帯の割合

（25.1%）より 17 ポイント高い。一方、母子世帯と父子世帯の理想の子ども数平均は、それ

ぞれ 2.3 人と 2.2 人となっている。そのうち、「２人」と答えた母子／父子世帯が全体の半数

弱を占めている（表５－１－３）。 

理想の子ども数平均は、母子世帯がほぼ変わらないが、ふたり親世帯は第２回(2012)調査

より 0.1 人減少している（図５－１－３a）。第２回(2012)調査に比べて、「３人以上」が理想

の子ども数とする世帯の割合は、母子世帯とふたり親世帯がそれぞれ２ポイントと７ポイン

ト減少している（図５－１－３b）。 

 

表５－１－３ 理想の子ども数 

 
 

図５－１－３a 理想の子ども数の平均値の推移（単位：人） 

 
 

図５－１－３b 理想の子ども数が３人以上とする世帯の割合の推移（%） 

 

N 1人 2人 3人 4人
5人

以上
不詳 合計

（再掲）
3人以上

平均
（人）

標準
偏差

母子世帯 653 13.9 47.3 27.0 4.4 1.4 6.0 100.0 32.8 2.27 0.84
父子世帯 54 13.0 48.2 22.2 5.6 0.0 11.1 100.0 27.8 2.23 0.78
ふたり親世帯 1,267 4.1 50.3 38.6 2.5 1.3 3.2 100.0 42.4 2.45 0.71
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（４）末子の年齢―目立った変化がない 

末子の平均年齢について、ふたり親世帯は 7.7 歳であるのに対して、母子世帯は 9.9 歳、父

子世帯は 11.0 歳となっており、ひとり親世帯の子どもの平均年齢が比較的高い（表５－１－

４）。 

末子の平均年齢は、いずれの世帯類型においても目立った変化は見られない（図５－１－

４a）。末子が６歳未満の世帯の割合は、ふたり親世帯が 37.0%で第１回(2011)調査より２ポ

イント減少しているが、母子世帯は 17.2%でほとんど変わらなかった（図５－１－４b）。 

 

表５－１－４ 末子の年齢 

 
 

図５－１－４a 末子の平均年齢の推移（単位：歳） 

 
 

図５－１－４b 末子が６歳未満の世帯割合の推移（%） 
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（歳）

標準
偏差

母子世帯 653 6.3 10.9 36.0 17.0 18.2 11.6 100.0 17.2 9.88 4.71
父子世帯 54 3.7 11.1 24.1 16.7 24.1 20.4 100.0 14.8 10.95 4.80
ふたり親世帯 1,267 21.9 15.2 26.8 12.8 13.2 10.3 100.0 37.0 7.67 5.38
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（５）親の年齢―母親の平均年齢は７年前より１歳ほど上昇 

母親の平均年齢について、母子世帯が 40.7 歳、ふたり親世帯が 40.9 歳となっている。母親

の年齢構成に、世帯類型間の違いがあまり見られない。一方、父親の平均年齢は、父子世帯

もふたり親世帯も 43 歳前後である（表５－１－５）。 

母親の平均年齢は、母子世帯とふたり親世帯のいずれにおいても、第１回(2011)調査より

１歳ほど上昇している（図５－１－５）。 

 

表５－１－５ 親の年齢 

 
注：ふたり親世帯は父親回答（Ｎ＝49）の標本も含まれている。 

 

図５－１－５ 親の平均年齢の推移（単位：歳） 

 
 

N 24歳
以下

25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50歳
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母子世帯 653 0.6 5.4 15.2 21.8 24.8 22.2 10.1 0.0 100.0 40.68 6.95
父子世帯 54 0.0 3.7 0.0 22.2 37.0 27.8 9.3 0.0 100.0 42.83 5.63
ふたり親世帯
（母親）
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（６）婚姻状況―再婚経験のある母子世帯は１割未満 

 保護者の婚姻状況をみると、「結婚経験がない」と回答した者の割合が、母子世帯では 6.0%、

父子世帯では 0.0%、ふたり親世帯（母親）では 0.7%となっている。保護者のほとんどは結婚

した経験がある。初婚相手と現在も婚姻を継続している者の割合は、ふたり親世帯（86.0%）

がもっとも高く、母子世帯と父子世帯がそれぞれ 1.1%と 3.7%である（表５－１－６）。 

結婚経験者のうち、初婚相手と離別・死別の割合は、母子世帯が 92.1%であり、はっきり

としたトレンドが見られず、おおむね９割前後で推移している。また、初婚相手と離別また

は死別した者のうち、「再婚経験あり」（結婚２回以上）の割合は、母子世帯が 6.8%で、第２

回(2012)調査を除けば、ほとんど変化していない（図５－１－６）。 

 

表５－１－６ 保護者の婚姻状況 

 
注：ふたり親世帯は父親回答（Ｎ＝49）の標本が含まれていない。「婚姻継続中」と回答した母子・父子世帯に、

相手が行方不明や、離婚に向けて手続きが進んでいるケース等が含まれている。 

 

図５－１－６ 結婚経験者のうち、初婚相手と離別・死別の割合の推移（%） 

－母子世帯・父子世帯－ 
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（７）同居家族―三世代同居比率が引き続き低下 

「自分の親」と同居している世帯の割合は、母子世帯が 27.0%、父子世帯が 33.3%、ふたり

親世帯が 8.0%となっている。ふたり親世帯より、父子世帯と母子世帯が「自分の親」と同居

するケースが多い。ふたり親世帯の場合、「配偶者の親」と同居するケースも 9.0%ある（表

５－１－７）。 

同居家族に子どもと祖父母（本人または配偶者の親）の両方が含まれている「三世代同居

世帯」の割合は、ふたり親世帯 14.6%、母子世帯 24.0%、父子世帯 31.5%となっている。ひと

り親世帯の三世代同居率が比較的高いが、いずれの世帯類型においても、三世代同居世帯の

割合が低下傾向にある（図５－１－７）。 

 

表５－１－７ 同居家族（複数回答） 

 
（注）同居者の種別については複数回答。 

 

図５－１－７ 三世代同居世帯の割合推移（%） 

 
注：「三世代同居世帯」とは、同居家族に子どもと祖父母（回答者本人または配偶者の親）の両方が含ま

れている世帯のことである。  
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（８）住居の状況―母子世帯の約１割は公営賃貸住宅 

 住宅ローン返済中の持ち家（本人または配偶者名義）に住んでいる世帯の割合は、ふたり

親世帯が 48.5%でもっとも高く、それに次ぐのは父子世帯の 20.4%、母子世帯が 9.0%でもっ

とも低い。一方、親や親族名義の持ち家に住む世帯の割合が、父子世帯と母子世帯の方が高

くなっている（表５－１－８）。 

 公営賃貸世帯の割合は、母子世帯が 10.1%でもっとも高く、ふたり親世帯（3.6%）より７

ポイント高い。公営賃貸世帯の割合が前回調査よりやや上昇しているが、第１回(2011)調査

とほぼ同じ水準に戻っている（図５－１－８）。 

 

 表５－１－８ 住居の種類 

 
  

図５－１－８ 公営賃貸世帯の割合の推移（%） 
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２ 経済状況 
（１）暮らし向き―「大変苦しい」は減少傾向 

 現在の暮らし向きのゆとり感をたずねたところ、「大変苦しい」と感じている世帯の割合は、

母子世帯が 24.0%、父子世帯が 22.2%、ふたり親世帯が 8.0%となっている。母子世帯とふた

り親世帯については、「大変苦しい」と回答した世帯の割合は、第１回調査以降に低下傾向が

見られる（図５－２－１）。 

  

図５－２－１ 暮らし向きが「大変苦しい」と回答した世帯の割合（%） 

 
 

表５－２－１ 暮らし向きのゆとり感  
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N 大変苦し
い

やや苦し
い

普通
ややゆと
りがある

大変ゆと
りがある

不詳 合計
（再掲）

大変または

やや苦しい

第1回(2011）

母子世帯 699 27.8 42.1 27.0 2.3 0.3 0.6 100.0 69.8
父子世帯 84 22.6 26.2 39.3 11.9 0.0 0.0 100.0 48.8
ふたり親世帯 1,435 12.9 32.1 42.3 10.8 1.5 0.4 100.0 45.0
第2回(2012）

母子世帯 621 27.2 39.8 26.3 3.2 1.3 2.3 100.0 67.0
父子世帯 65 24.6 33.9 30.8 6.2 0.0 4.6 100.0 58.5
ふたり親世帯 1,508 12.8 30.5 43.7 9.8 1.5 1.7 100.0 43.3
第3回(2014）

母子世帯 724 25.7 40.1 25.4 3.3 1.0 4.6 100.0 65.8
父子世帯 53 26.4 24.5 41.5 5.7 0.0 1.9 100.0 51.0
ふたり親世帯 1,416 11.4 30.4 42.1 11.5 1.8 2.9 100.0 41.7
第4回(2016）

母子世帯 693 23.7 38.7 30.3 4.3 1.0 2.0 100.0 62.3
父子世帯 86 18.6 34.9 41.9 3.5 0.0 1.2 100.0 53.5
ふたり親世帯 1,380 10.2 27.9 48.0 10.8 2.1 0.9 100.0 38.1
第5回(2018）

母子世帯 653 24.0 36.3 31.6 5.1 1.2 1.8 100.0 60.3
父子世帯 54 22.2 18.5 46.3 7.4 1.9 3.7 100.0 40.7
ふたり親世帯 1,267 8.0 26.9 49.4 11.9 2.1 1.7 100.0 34.9
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（２）年間収入―母子世帯の内部格差が拡大 

 子育て世帯の平均税込収入（調査前年分、就労収入・社会保障給付・贈与・財産収入など

を含む遺産以外の総収入）は、母子世帯が 299.9 万円、父子世帯が 623.5 万円、ふたり親世帯

が 734.7 万円となっている。ふたり親世帯の平均税込収入は、前回調査より引き続き上昇し

ている（図５－２－２a）。母子世帯の平均税込収入は、前回調査より 17 万円低くなってい

る。一方、税込収入の中央値は、母子世帯が 250 万円、ふたり親世帯が 665 万円となってお

り、母子世帯は変化なし、ふたり親世帯は 25 万円増である（図５－２－２b）。 

 上位 10%と下位 10%の収入比（90-10 収入比）は、母子世帯が 5.8 倍、父子世帯が 7.3 倍、

ふたり親世帯が 3.0 倍である。ひとり親世帯内部の収入格差が比較的大きいことが分かる。

前回調査に比べて、ふたり親世帯の内部収入格差は税込収入ではやや縮小（3.4 倍→3.0 倍）、

税金（所得税、住民税、固定資産税）と社会保険料を引いた後、児童手当等の給付を含めた

手取り収入、いわゆる再分配後の可処分所得では変化なし（ともに 2.8 倍）である。 

一方、母子世帯の内部格差は、税込収入ベース（5.4 倍→5.8 倍）と可処分所得ベース（4.0

倍→4.7 倍）のいずれにおいても拡大している（表５－２－２a、表５－２－２b、表５－２－

２c）。 

 

図５－２－２a 年間収入（税込）平均値の推移（単位：万円） 

 
 

図５－２－２b 年間収入（税込）中央値の推移（単位：万円） 
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表５－２－２a 母子世帯の年間収入（単位：万円） 

 
  

表５－２－２b 父子世帯の年間収入（単位：万円） 

 
  

表５－２－２c ふたり親世帯の年間収入 （単位：万円） 

 
注：可処分所得が負または税込収入の半分未満の場合、欠損値としている。以下同。 

Ｎ 平均値 10% 25% 50%
（中央値）

75% 90% 内部格差

（90%/10%）

（税込収入）

第1回(2011） 493 293.7 96 150 240 371 560 5.8
第2回(2012） 387 321.8 150 200 280 400 550 3.7
第3回(2014） 500 322.2 72.5 140 220 390 670 9.2
第4回(2016） 473 316.8 108 170 250 400 588 5.4
第5回(2018） 485 299.9 100 174 250 380 580 5.8
（可処分所得）

第1回(2011） 281 268.7 90 137 215 330 500 5.6
第2回(2012） 230 256.0 112.5 160 210 300 450 4.0
第3回(2014） 400 239.2 65 120 182.5 300 490 7.5
第4回(2016） 394 245.8 100 140 200 300 400 4.0
第5回(2018） 399 237.4 90 144 200 300 420 4.7

Ｎ 平均値 10% 25% 50%
（中央値）

75% 90% 内部格差

（90%/10%）

（税込収入）

第1回(2011） 71 549.9 300 350 500 700 900 3.0
第2回(2012） 41 555.4 300 400 490 750 800 2.7
第3回(2014） 37 464.8 130 300 420 600 737 5.7
第4回(2016） 57 505.8 200 350 500 600 710 3.6
第5回(2018） 40 623.5 157.5 300 400 650 1150 7.3
（可処分所得）

第1回(2011） 45 474.4 260 310 402 550 820 3.2
第2回(2012） 30 414.2 275 300 370 550 610 2.2
第3回(2014） 32 349.9 130 200 315 460 600 4.6
第4回(2016） 47 390.3 160 300 380 450 600 3.8
第5回(2018） 35 414.5 190 250 300 500 700 3.7

Ｎ 平均値 10% 25% 50%
（中央値）

75% 90% 内部格差

（90%/10%）

（税込収入）

第1回(2011） 1,164 624.7 300 400 600 800 1000 3.3
第2回(2012） 1,187 671.6 320 450 600 800 1090 3.4
第3回(2014） 1,016 697.3 350 460 600 830 1100 3.1
第4回(2016） 1,029 721.6 356 485 640 890 1200 3.4
第5回(2018） 922 734.7 380 500 665 900 1150 3.0
（可処分所得）

第1回(2011） 684 529.9 251 350 480 677 855 3.4
第2回(2012） 861 523.0 280 350 480 640 800 2.9
第3回(2014） 821 513.9 270 350 450 600 800 3.0
第4回(2016） 878 537.3 300 365 500 650 850 2.8
第5回(2018） 762 546.8 300 380 500 650 840 2.8
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（３）相対的貧困率―公営賃貸住宅に多くの貧困世帯 

 子どものいる世帯を所得の高い順に並べ、全体の真ん中にくる世帯の所得、いわゆる「中

位所得」の 50%を貧困線として、それ未満の所得で暮らす貧困世帯の割合を算出した。世帯

規模が大きくなるにつれて、１人当たりの生活コストが低下傾向にあるため、世帯規模で調

整された等価ベースの貧困線が用いられている。具体的には、中位所得の半分を世帯人員数

の平方根で割った数値が貧困線となる。厚生労働省が公表している 2012 年と 2015 年の貧困

線は、単身者世帯では 122 万円、4 人世帯では約 244 万円となっている。 

 可処分所得が貧困線未満の世帯の割合は、母子世帯では 51.4%、父子世帯では 22.9%、ふ

たり親世帯では 5.9%となっている（図５－２－３a）。可処分所得が貧困線の 50%を満たない

「ディープ・プア（Deep Poor）」世帯の割合は、母子世帯が 13.3%、父子世帯が 8.6%、ふたり

親世帯が 0.5%である（図５－２－３b）。 

可処分所得が貧困線の 120%（＝中位所得の 60%）を満たない世帯の割合、いわゆる「UK

基準貧困率」は、母子世帯が 61.7%、父子世帯が 40.0%、ふたり親世帯が 11.3%である（図５

－２－３c）。 

 住宅種類別でみると、公営賃貸世帯の貧困率がもっとも高く、持ち家（住宅ローンあり）

世帯の貧困率がもっとも低くなっている（図５－２－３d）。公営賃貸住宅は貧困世帯を多く

受け入れていることが分かる。 
 

図５－２－３a 貧困世帯（可処分所得が貧困線未満）の割合（%） 

 
 

図５－２－３b 深度貧困世帯（可処分所得が貧困線の 50%未満）の割合（%） 
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図５－２－３c UK 基準貧困世帯（可処分所得が貧困線の 120%未満）の割合（%） 

 
 

図５－２－３d 住宅種類別貧困世帯（可処分所得が貧困線未満）の割合（%） 

 
注：「持ち家」には、本人または配偶者の持ち家の他、親や親族の持ち家も含まれている。「民間賃貸ほ

か」には、社宅・寮等の給与住宅、母子寮等の福祉施設、その他・不詳が含まれている。父子世帯の

標本サイズは 35 世帯（うち、公営賃貸３、民間賃貸ほか８）である。 

 

表５－２－３ 相対的貧困率 

 
注：不詳を除いた集計値である。標本サイズは表５－２－２の下段（可処分所得）と同じ。 
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61.8

26.8

62.5

51.4

7.7

9.1

100.0

37.5

7.5

2.3

32.1

8.4
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世帯
母子世帯 父子世帯

ふたり親
世帯

母子世帯 父子世帯
ふたり親

世帯

第1回(2011） 16.7 0.0 2.2 46.6 2.2 10.7 62.6 13.3 18.7

第2回(2012） 9.1 0.0 0.2 44.8 3.3 7.2 58.7 10.0 14.2

第3回(2014） 19.5 9.4 1.0 57.0 28.1 7.7 65.3 37.5 13.9

第4回(2016） 13.2 4.3 0.2 47.0 10.6 6.2 61.4 14.9 11.8
第5回(2018） 13.3 8.6 0.5 51.4 22.9 5.9 61.7 40.0 11.3

ディープ・プア率
（可処分所得＜貧困線の50%）

貧困率
（可処分所得＜貧困線）

UK基準貧困率
（可処分所得＜貧困線の120%）
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（４）食料の不足―母子世帯は６世帯に１世帯が直面する問題 

子育て世帯が物質的剥奪状況にあるかどうかをみるために、「過去の１年間、お金が足りな

くて、家族が必要とする食料を買えないこと」の有無もたずねてみた。母子世帯の 16.2%、

父子世帯の 7.4%、ふたり親世帯の 4.6%は食料を買えないことが「よくあった」または「時々

あった」と回答している（図５－２－４）。 

 食料の不足を感じている世帯の割合は、ふたり親世帯が前回調査よりやや改善しているが、

母子世帯ではほぼ変わらない。第１回(2011)調査に比べて、食料の不足を感じている世帯の

割合はふたり親世帯では３ポイント低下しているが、母子世帯では１ポイント上昇している

（図５－２－４）。 

 

図５－２－４ 食料の不足を感じている世帯の割合（%） 

 
 

表５－２－４ 過去の１年間、家族が必要とする食料を買えないことの頻度 
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第1回(2011） 第2回(2012） 第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子世帯 父子世帯 ふたり親世帯

N よくあった
(①）

どきどき
あった(②)

まれに
あった

まったく
なかった

不詳 合計 ①＋②

第1回(2011）
母子世帯 699 4.2 11.2 23.5 60.7 0.6 100.0 15.3
父子世帯 84 2.4 7.1 9.5 81.0 0.0 100.0 9.5
ふたり親世帯 1,435 1.8 5.7 11.3 80.9 0.3 100.0 7.5
第2回(2012）
母子世帯 621 5.0 10.8 17.4 64.4 2.4 100.0 15.8
父子世帯 65 3.1 7.7 13.9 70.8 4.6 100.0 10.8
ふたり親世帯 1,508 2.1 4.5 10.4 81.9 1.1 100.0 6.6
第3回(2014）
母子世帯 724 4.3 13.4 16.9 60.9 4.6 100.0 17.7
父子世帯 53 1.9 5.7 17.0 73.6 1.9 100.0 7.6
ふたり親世帯 1,416 1.4 5.3 9.5 81.1 2.8 100.0 6.7
第4回(2016）
母子世帯 693 4.9 11.0 14.9 67.2 2.0 100.0 15.9
父子世帯 86 7.0 4.7 11.6 75.6 1.2 100.0 11.6
ふたり親世帯 1,380 1.5 4.5 9.4 83.6 1.2 100.0 5.9
第5回(2018）
母子世帯 653 4.6 11.6 17.8 64.3 1.7 100.0 16.2
父子世帯 54 1.9 5.6 11.1 79.6 1.9 100.0 7.4
ふたり親世帯 1,267 1.0 3.6 9.1 85.0 1.3 100.0 4.6
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（５）学習塾支出―負担できない割合はやや低下 

子どもの学習塾の支出を「負担できない」と回答した世帯の割合は、母子世帯では 36.6%、

父子世帯では 18.5%、ふたり親世帯では 13.2%となっている（図５－２－５）。 

 いずれの世帯類型においても、学習塾の支出を「負担できない」と感じている世帯の割合

は、前回調査よりやや低下している。第１回(2011)調査に比べて、「負担できない」と感じて

いる世帯の割合は、ふたり親世帯では５ポイント低下しているが、母子世帯では１ポイント

上昇している（図５－２－５）。 

 

図５－２－５ 子どもの学習塾の支出を「負担できない」世帯の割合（%） 

 
 

表５－２－５ 学習塾の支出を負担できるか 
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N 余裕で負
担できる

おおむね負
担できる

負担するの
は厳しい

負担でき
ない

不詳 合計

第1回(2011）

母子世帯 699 2.4 22.8 37.1 35.9 1.9 100.0
父子世帯 84 7.1 48.8 27.4 15.5 1.2 100.0
ふたり親世帯 1,435 4.8 41.5 35.1 17.8 0.9 100.0
第2回(2012）

母子世帯 621 2.3 22.7 34.9 36.1 4.0 100.0
父子世帯 65 6.2 27.7 38.5 21.5 6.2 100.0
ふたり親世帯 1,508 5.8 42.1 31.7 18.5 1.9 100.0
第3回(2014）

母子世帯 724 2.9 20.9 34.3 35.6 6.4 100.0
父子世帯 53 3.8 35.9 24.5 30.2 5.7 100.0
ふたり親世帯 1,416 6.3 42.1 31.7 16.0 4.0 100.0
第4回(2016）

母子世帯 693 2.0 23.8 34.1 37.8 2.3 100.0
父子世帯 86 4.7 43.0 26.7 20.9 4.7 100.0
ふたり親世帯 1,380 6.8 43.1 32.8 15.8 1.5 100.0
第5回(2018）

母子世帯 653 2.5 24.5 34.0 36.6 2.5 100.0
父子世帯 54 14.8 40.7 20.4 18.5 5.6 100.0
ふたり親世帯 1,267 7.0 47.0 30.5 13.2 2.5 100.0
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（６）貯蓄―ふたり親世帯でも７世帯に１世帯が全くできない 

「全く貯蓄していない」または「貯蓄を生活費に回している」と回答した世帯、いわゆる

貯蓄が全くできない収支バランスの悪い世帯の割合は、母子世帯が 36.1%、父子世帯が 27.8%、

ふたり親世帯が 14.4%である（図５－２－６）。 

 家計の収支バランスが悪い世帯の割合は、前回調査とほぼ同じであるが、第１回(2011)調

査に比べて、ふたり親世帯が２ポイント低下しており、母子世帯が２ポイント上昇している

（図５－２－６）。 

 

図５－２－６ 家計の収支バランスが悪い世帯の割合（%） 

 
 

表５－２－６ 家計の収支バランスの状況 

 
注：住宅ローンの繰上げ返済も貯蓄とみなす。 
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N ほぼ毎月
貯蓄

時々貯蓄
ほとんど貯
蓄していな

い

全く貯蓄し
ていない
(①）

貯蓄を生活費
に回している

(②）
不詳 合計 ①＋②

第1回(2011）
母子世帯 699 18.9 21.3 21.0 25.0 9.0 4.7 100.0 34.1
父子世帯 84 28.6 19.1 23.8 17.9 6.0 4.8 100.0 23.8
ふたり親世帯 1,435 42.7 21.5 15.9 10.7 5.7 3.5 100.0 16.4
第2回(2012）
母子世帯 621 18.4 18.2 16.6 30.0 9.7 7.3 100.0 39.6
父子世帯 65 26.2 15.4 21.5 23.1 6.2 7.7 100.0 29.2
ふたり親世帯 1,508 44.0 18.2 15.3 12.1 6.8 3.7 100.0 18.8
第3回(2014）
母子世帯 724 20.9 17.0 16.9 28.0 8.0 9.3 100.0 36.1
父子世帯 53 30.2 11.3 13.2 24.5 7.6 13.2 100.0 32.1
ふたり親世帯 1,416 41.7 19.4 17.1 11.6 3.8 6.4 100.0 15.4
第4回(2016）
母子世帯 693 21.7 19.3 18.5 26.8 9.2 4.5 100.0 36.1
父子世帯 86 24.4 17.4 19.8 22.1 7.0 9.3 100.0 29.1
ふたり親世帯 1,380 43.0 22.5 16.4 10.2 4.3 3.6 100.0 14.5
第5回(2018）
母子世帯 653 18.4 23.3 17.0 27.0 9.2 5.2 100.0 36.1
父子世帯 54 27.8 18.5 14.8 18.5 9.3 11.1 100.0 27.8
ふたり親世帯 1,267 42.1 25.1 14.3 10.0 4.4 4.1 100.0 14.4
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（７）子どもの数と経済的困窮―多子世帯は困窮度が高い 

 「家計の収支バランスが悪い」「学習塾の支出を負担できない」「食料の不足を感じている」

「暮らし向きが大変苦しい」についての母（父）親の感じ方、いわゆる主観的指標で測った

経済的困窮度と子ども数との関連性を調べた。 

母子世帯の場合、いずれの指標においても、子どもが多い世帯ほど経済的困窮度が高くな

る。例えば、暮らし向きが「大変苦しい」と回答した母子世帯の割合は、子どもが３人以上

では 32.9%、子どもが２人では 26.8%、子どもが１人では 15.9%である（図５－２－７a）。 

 父子世帯の場合、「学習塾の支出を負担できない」という指標では子どもが３人以上の多子

世帯が困難を感じている割合は顕著に高い。その他の指標では、子ども数と経済的困窮度の

つながりがそれほど明確ではない（図５－２－７b）。 

 ふたり親世帯の場合、いずれの指標においても、多子世帯は他の世帯に比べて、経済的困

窮を感じている割合が高い。一方、「子どもが１人」の世帯と「子どもが２人」の世帯との間

に、経済的困窮度の差があまり見られない（図５－２－７c）。 

 

図５－２－７a 子ども数別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%）－母子世帯 

 
 

図５－２－７b 子ども数別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%）－父子世帯 
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図表５－２－７c 子ども数別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%） 

－ふたり親世帯 

 
 

表５－２－７ 子ども数別、経済的困窮を感じている世帯の割合 

 
 

8.9

4.9

14.6

12.2

10.2

5.3

16.1

14.9

15.4

9.7

18.9

21.8

暮らし向きが「大変苦しい」(%)

食料の不足を感じている(%)

学習塾の支出を負担できない(%)

家計の収支バランスが悪い(%)

子どもが３人以上 子どもが2人 子どもが1人

N
暮らし向き
が「大変苦

しい」

食料の不
足を感じ
ている

学習塾の支
出を負担で

きない

家計の収支
バランスが

悪い

母子世帯

子どもが1人 227 15.9 11.0 31.7 27.8
子どもが2人 269 26.8 17.5 37.2 38.3
子どもが３人以上 149 32.9 22.8 45.0 45.6
父子世帯

子どもが1人 14 14.7 7.8 17.2 22.4
子どもが2人 28 27.3 10.8 20.9 33.8
子どもが３人以上 11 26.8 9.8 26.8 28.0
ふたり親世帯

子どもが1人 268 8.9 4.9 14.6 12.2
子どもが2人 663 10.2 5.3 16.1 14.9
子どもが３人以上 318 15.4 9.7 18.9 21.8
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（８）末子の年齢と経済的困窮―末子が中高生の母子世帯は一層厳しい 

 経済的困窮度は末子の年齢とも一定の相関関係がある。母子世帯の場合、子どもの年齢が

高い世帯ほど、経済的困窮度が高い。暮らし向きが「大変苦しい」と回答した母子世帯の割

合は、末子が「0～5 歳」層では 21.4%、「6～11 歳」層では 23.0%、「12～14 歳」層では 27.9%、

「15～17 歳」層では 29.4%となっており、末子の年齢上昇とともに、経済的困窮を感じてい

る世帯の割合が上昇傾向にある（図５－２－８a）。父子世帯についても、同様の傾向が確認

できる（図５－２－８b）。一方、ふたり親世帯の場合、末子の年齢層ごとの経済的困窮度の

差異は明確ではない（図５－２－８c）。 

末子が中高生年齢層の母子世帯はより一層困窮している主な原因として、子どもの年齢上

昇に伴う教育費支出の増加や、母親の就業収入が年齢相応に増えていないことが考えられる。

また、母子世帯の収入に比較的大きなウェイトを占めている福祉給付（医療費助成、児童手

当、児童扶養手当など）は、受給年齢制限のあるものが多く、末子が中学生、高校生になる段

階では、受給対象から外れる子どもが出てくることも影響しているかもしれない。 

 

図５－２－８a 末子の年齢別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%） 

－母子世帯 

 
 

図５－２－８b 末子の年齢別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%） 

－父子世帯 
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図５－２－８c 末子の年齢別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%） 

－ふたり親世帯 

 
 

表５－２－８ 末子の年齢別経済的困窮を感じている世帯の割合  

 
 

9.4

4.7

20.0

16.0

4.4

5.0

9.7

13.0

9.9

5.6

7.4

14.2

10.2

3.0

10.2

13.8

暮らし向きが「大変苦しい」

食料の不足を感じている

学習塾の支出を負担できない

家計の収支バランスが悪い

15～17歳 12～14歳 6～11歳 0～5歳

N
暮らし向き
が「大変苦

しい」

食料の不
足を感じ
ている

学習塾の支
出を負担で

きない

家計の収支
バランスが

悪い

母子世帯

0～5歳 112 21.4 16.1 34.8 33.9
6～11歳 235 23.0 19.1 39.1 34.5
12～14歳 111 27.9 12.6 36.0 41.4
15～17歳 119 29.4 15.1 39.5 42.0
父子世帯

0～5歳 8 12.5 0.0 12.5 25.0
6～17歳 35 22.9 8.6 17.1 31.4
ふたり親世帯

0～5歳 469 9.4 4.7 20.0 16.0
6～11歳 339 4.4 5.0 9.7 13.0
12～14歳 162 9.9 5.6 7.4 14.2
15～17歳 167 10.2 3.0 10.2 13.8
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（９）就業状態と経済的困窮―パート主婦世帯がもっとも苦しい 

 経済的困窮度は母親の就業状態によって変わる。母親がパート・アルバイトの世帯は、母

親が無職の世帯よりも総じて経済的困窮度は高い。暮らし向きが「大変苦しい」と回答した

母子世帯の割合は、母親がパート・アルバイトの世帯では 33.5%となっており、母親が無職

の世帯よりも７ポイント高い（図５－２－９a）。ふたり親世帯についても、同様の傾向があ

る。暮らし向きが「大変苦しい」と回答したふたり親世帯の割合は、母親がパート・アルバ

イトの世帯では 10.5%であり、母親が無職（専業主婦）の世帯より３ポイント高い（図５－

２－９b）。 

 いずれの世帯類型においても、母親が正社員の世帯は、経済的困窮度がもっとも低い（表

５－２－９）。 

 

図５－２－９a 母親の就業状態別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%） 

－母子世帯 

 
 

図５－２－９b 母親の就業状態別、経済的困窮を感じている世帯の割合（%） 

－ふたり親世帯 
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表５－２－９ 母親の就業状態別経済的困窮を感じている世帯の割合 

 
 

N
暮らし向き
が「大変苦

しい」

食料の不
足を感じ
ている

学習塾の支
出を負担で

きない

家計の収支
バランスが

悪い

母子世帯

正社員 281 17.8 14.6 30.6 26.0
パート・アルバイト 194 33.5 18.6 44.3 44.3
契約・派遣社員等 110 21.8 15.5 34.5 38.2
無職 68 26.5 17.6 42.6 51.5
ふたり親世帯

正社員 286 5.6 2.1 5.9 8.7
パート・アルバイト 439 10.5 6.8 16.9 19.1
契約・派遣社員等 165 6.7 6.1 12.1 11.5
無職 328 7.3 3.0 15.2 14.3
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（１０）キャリア継続と経済的困窮―「中断型」有業者は不利な状況 

 母親が学校卒業後、おおむね働き続けている、いわゆる「継続型」有業者である場合、家

庭の経済的困窮度は比較的低い。一方、現在は働いているが、職業を中断した時期がある、

いわゆる「中断型」有業者は、比較的不利な状況に置かれている。 

母子世帯の場合、暮らし向きが「大変苦しい」と回答した母親の割合では、「継続型」有業

者が 20.8%となっており、「中断型」有業者より５ポイント低い（図５－２－10a）。 

ふたり親世帯についても、同様の傾向がある。暮らし向きが「大変苦しい」と回答したふ

たり親世帯の割合は、「継続型」有業者では、7.0%となっており、「中断型」有業者より１ポ

イント低い（図５－２－10b）。 

「学習塾の支出を負担できない」という指標でみると、「継続型」と「中断型」有業者との

差異が一層顕著である。両者の開きは、母子世帯が９ポイント（31.4% vs.40.2%）、ふたり親

世帯が５ポイント（9.6% vs.14.4%）となっている。 

 

図５－２－10a 母親のキャリア継続の有無別、経済的困窮を感じている 

世帯の割合（%） －母子世帯 

 
 

図５－２－10b 母親のキャリア継続の有無別、経済的困窮を感じている 

世帯の割合（%） －ふたり親世帯 
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表５－２－10 母親のキャリア継続の有無別、経済的困窮を感じている 

世帯の割合 

 
注：「継続型」：学校卒業後、おおむね働き続けていると本人が回答している。 

「中断型」：職業を中断していたが、現在は再就職している。 

 

 

N
暮らし向き
が「大変苦

しい」

食料の不
足を感じ
ている

学習塾の支
出を負担で

きない

家計の収支
バランスが

悪い

母子世帯

「継続型」有業者 245 20.8 15.1 31.4 33.1
「中断型」有業者 311 25.4 17.7 40.2 35.0
　無業者 68 26.5 17.6 42.6 51.5
ふたり親世帯

「継続型」有業者 385 7.0 3.9 9.6 11.4
「中断型」有業者 452 8.4 5.1 14.4 16.6
　無業者 328 7.3 3.0 15.2 14.3
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（１１）経済的困窮―金銭的指標と主観的指標と一致しない場合も 

第（７）～（１０）節は暮らし向きなど主観的指標を用いて、経済的困窮度と子ども数等

の世帯属性との関連性を調べた。一方、相対的貧困率といった金銭的指標でみた場合、以下

の通りいくつかの結果が必ずしも一致しないことが分かった。例えば、母子世帯の場合、多

子世帯や末子が中高生の世帯は主観的指標では困窮度が高いが、貧困率は高くなっていない

(表５－２－11a、表５－２－11b）。 

貧困率に代表される金銭的指標は、世帯の消費ニーズや実物給付の部分が平均水準より大

きく乖離している世帯（多子世帯や中高生のいる母子世帯がその例）において、その実際的

生活困窮度を十分に捉えることができない。その意味では、貧困と格差の実態を解明するた

めには、金銭的指標と主観的指標の併用が重要である。 

 

表５－２－11a 属性別経済的困窮度－主観的指標 vs.金銭的指標 

                             主観的指標 金銭的指標 

・（母子・ふたり親世帯）多子世帯は困窮度が高い         ○  △（母子×） 

・（母子世帯）末子が中高生の世帯はより困窮           ○  × 

・（母子・ふたり親世帯）母親がパートの世帯はもっとも苦しい   ○  △（ふたり親×） 

・（母子・ふたり親世帯）「中断型」有業者は不利な状況        ○  ○ 

 

表５－２－11b 属性別の貧困率 

 
 
 

母子世帯 父子世帯 ふたり親世帯

子どもが1人 40.4 14.3 5.8
子どもが2人 59.3 26.3 4.7
子どもが３人以上 53.3 22.2 8.8
0～5歳 59.7 20.0 6.5
6～11歳 52.0 33.3 7.6
12～14歳 54.8 25.0 1.1
15～17歳 33.8 22.2 5.5
正社員 32.8 3.2
パート・アルバイト 71.2 6.5
契約・派遣社員等 66.2 10.0
無職 64.5 6.0
「継続型」有業者 41.7 5.3
「中断型」有業者 56.1 6.7
無業者 64.5 6.0

末子の年齢層
別

母親の就業形
態別

子ども数別

母親のキャリ
ア中断の有無
別
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３ 仕事 
（１）現在の就業形態―就業率と正社員比率がともに上昇 

 母親における現在の就業形態（４分類）について、母子世帯は「正社員」（43.0%）の割合

がもっとも高く、「パート・アルバイト」（29.7%）がそれに次ぐ。一方、ふたり親世帯の場合、

「パート・アルバイト」（36.0%）の割合がもっとも高く、「無職」(26.9%)がそれに次いで、

「正社員」が 23.5%しかない。母子世帯に比べて、ふたり親世帯の母親の正社員比率は 19 ポ

イント低い（表５－３－１a）。 

 母親の就業率と正社員比率がともに７年前の第１回調査時より上昇している。就業率は、

７年前に比べて母子世帯が６ポイント、ふたり親世帯が 12 ポイント上がり、ふたり親世帯の

上昇幅が比較的大きい（図５－３－１a）。正社員比率は、７年前に比べて母子世帯が 10 ポイ

ント、ふたり親世帯が６ポイント上がっている（図５－３－１b）。ただし、母子世帯の正社

員は、中途採用が圧倒的に多い（74.3%）のに対して、ふたり親世帯の正社員は新卒採用が過

半数（50.7%）を占めており、後者はより恵まれた雇用条件にいる者が多い。 

 出生コホート別の就業状態をみると、母子世帯ではコホートごとの就業率の差異はあまり

みられないものの、ふたり親世帯の場合は 1980 年以降出生の若年コホート（38 歳以下層）

の就業率が他のコホートに比べて 10 ポイント以上低くなっている。正社員比率については、

母子世帯では壮年コホート（1970 年代生まれ、39～48 歳層）、ふたり親世帯では若年コホー

ト（1985 年以降生まれ、33 歳以下層）がもっとも高い（表５－３－１b 上段）。 

学校卒業年別で比較すると、新卒労働市場が特に冷え込んでいた時期に学卒期を迎えた世

代（1993～2004 年卒とされる）、いわゆる「氷河期世代」の正社員比率は、2005 年以降に学

卒期を迎えた「ポスト氷河期世代」に比べて芳しくない状況にある。例えば、ふたり親世帯

の場合、「氷河期世代」と比べて、「ポスト氷河期世代」の正社員比率が 12 ポイント高い（表

５－３－１b 下段）。こうした現象の背後に、ポスト氷河期世代がより恵まれた労働市場の恩

恵を受けている「コホート効果」に加え、若い層ほど正規雇用からの脱退が少ないといった

「年齢効果」や、女性の就業継続率が近年高まっているといった「時代効果」が同時に影響

していると考えられる。 

 

表５－３－１a 現在の就業形態 

 
※日雇い、自営業、内職、その他就業形態が含まれている。 

母子世帯 父子世帯
ふたり親世
帯（母親）

N 653 54 1,218
正社員 43.0 70.4 23.5
パート・アルバイト 29.7 1.9 36.0
契約・派遣社員等※ 16.9 20.4 13.6
無職 10.4 7.4 26.9
合計 100.0 100.0 100.0
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図５－３－１a 母親における就業率の推移（%） 

 
 

図５－３－１b 母親における正社員比率の推移（%） 

 
注：無職の母親、就業形態不詳を含めた集計結果である。 

 

表５－３－１b 出生コホート・学校卒業年別、母親の就業率と正社員比率 

 
注：学校卒業年は、出生年と学歴から逆算された数値である。正社員比率は、母親全体（無職・就業形態不詳

を含む）に占める正社員の割合である。 
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第1回(2011） 第2回(2012） 第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子 ふたり親

N 就業率 正社員比率 N 就業率 正社員比率

出生コホート

1969年以前 86 88.4 41.9 175 79.4 20.6
1970～74年 168 90.5 45.2 275 77.5 21.5
1975～79年 154 87.0 46.1 318 76.4 22.6
1980～84年 141 91.5 41.8 262 64.9 22.1
1985年以降 104 90.4 37.5 188 66.5 32.5
学校卒業年

92年以前（～バブル世代） 204 88.2 39.7 336 77.7 19.4
93～2004年(氷河期世代） 338 90.2 44.1 681 73.1 23.1
2005年以降(ポスト氷河期世代）71 90.1 47.9 163 63.8 35.0

母子世帯 ふたり親世帯
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（２）夫婦の就業状態―男女役割分業「従来型標準カップル」は約７割 

 ふたり親世帯における夫婦の就業形態をみると、「正社員夫と非正規妻」カップルは全体の

39.2%を占めており、割合がもっとも高い。「正社員夫と無職妻」カップルが、それに次ぐ多

さ（21.8%）である。これらに「自営業夫と非正規・無職妻」カップル(8.5%)を加えると、「夫

は外で働き、妻が家庭を守る」という男女役割分業が明確である「従来型標準カップル」は、

全体の約７割(69.4%)を占めることになる（表５－３－２）。 

 一方、近年増えているとされる「夫婦とも正社員」のカップルも、全体の約２割（19.7%）

を占めている。そこに「自営業夫と正社員妻」カップル（2.1%）が加えられると、２割強（21.8%）

のカップルは夫婦ともに恵まれた就業状況にあることが分かる。それとは対照的に、「夫婦と

も非正規または無職」のカップルも、15 世帯に１世帯の割合（6.6%）でいる。 

 カップルの種類別に、家庭の経済状況を比較すると、夫婦ともに恵まれた就業状況にある

「正規同士カップル」は、貧困率（2.7%）が低く、経済的困窮を感じている世帯がほとんど

いない。一方、夫婦とも非正規または無職の「非正規同士カップル」は、貧困率が 26.5%に

達しており、経済的困窮を感じている世帯の割合もその他の世帯に比べて顕著に高い（図５

－３－２a）。  

 非正規同士カップルに比べて、正規同士カップルは、「夫婦とも高学歴」の割合が著しく高

い（61.2%vs.22.9%）。また、政令指定都市・東京特別区といった大都市に居住している割合

もやや高くなっている（25.0%vs.21.7%）（図５－３－２b）。 

 

表５－３－２ 夫婦の就業形態 

 
注：ふたり親世帯（N=1,267）に関する集計結果。 

 

正社員 パート
契約・派遣

社員等
無職 不詳 合計

正社員 19.7 30.0 9.2 21.8 0.2 80.8
自営業 2.1 2.4 3.3 2.8 0.0 10.5
非正社員 1.0 1.4 0.6 0.8 0.0 3.8
無職 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 1.3
不詳 0.7 1.2 0.7 1.0 0.0 3.6
合計 23.8 35.4 13.8 26.7 0.2 100.0

夫

妻

非正規同士

カップル 
6.6% 

従来型標準

カップル 
69.4% 

正規同士 
カップル 
21.8% 
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図５－３－２a カップルの種類別、経済的困窮を抱える世帯の割合（%） 

 
注：「正規同士カップル」（N=276）：夫婦とも正社員（※夫が自営業のケースを含む）、「非正規同士カップ

ル」(N=83)：夫婦とも非正規または無職、「従来型標準カップル」(N=879)：夫が正社員または自営

業、妻が非正規または無職。 

 

図５－３－２b カップルの種類別、平均属性の比較（%） 

 
注：ここでの「高学歴」と「低学歴」は、それぞれ「短大高専卒以上の学歴」、「中学校・高校卒の学歴」

を指している。「大都市」とは、政令指定都市・東京特別区のことである。 

 

 

5.1

1.8

4.7

7.6

2.7

7.8

4.9

15.4

15.9

5.7

18.1

10.8

18.1

20.5

26.5

暮らし向きが「大変苦しい」

食料の不足を感じている

学習塾の支出を負担できない

家計の収支バランスが悪い

可処分所得が貧困線以下

非正規同士カップル 従来型標準カップル 正規同士カップル

61.2

14.9

25.0

49.8

22.4 24.522.9 21.7 21.7

夫婦とも高学歴 夫婦とも低学歴 大都市居住
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（３）初職の正規雇用―若いコホートほど比率が低下 

 終学校を卒業した後に 初に就いた仕事（初職）が正社員だった割合は、母子世帯 60.6%、

父子世帯 74.1%、ふたり親世帯（母親）75.4%となっている（表５－３－３a）。母親の初職正

社員比率は、7 年前より５ポイント（ふたり親世帯）～13 ポイント（母子世帯）下がってい

る（図５－３－３a）。 

初職の正規雇用における世代間格差が大きい。初職正社員比率を比較すると、「1969 年以

前」出生コホートが８～９割でもっとも高く、次いで 1970 年代出生コホート６～８割、1980

年以降出生コホートが４～７割で一番低い。若いコホートほど初職正社員比率が総じて低下

する傾向が見られる（表５－３－３b）。 

そのほか、初職の正規雇用における学歴間格差も顕著である。学歴が高ければ高いほど、

初職の正社員比率が高い。例えば、ふたり親世帯の母親の場合、初職正社員比率は、中学校

卒が 8.1%、高校卒が 69.5%、短大等卒が 80.5%、大学卒が 83.7%となっており、学歴と初職

正社員比率の間に線形の関係が見られる（図５－３－３b）。 

 

表５－３－３a 初職の就業形態 

 
※働いた経験のない人を含む。 

 

表５－３－３b 出生コホート・学校卒業年別、母親の初職が正社員の割合 

 

母子
世帯

父子
世帯

ふたり
親世帯
（母親）

N 653 54 1,218
正社員 60.6 74.1 75.4
パート・アルバイト 24.7 13.0 12.5
契約・派遣社員等※ 11.2 11.1 9.3
不詳 3.5 1.9 2.9
合計 100.0 100.0 100.0

母子
世帯

ふたり
親世帯

出生コホート

1969年以前 80.2 88.6
1970～74年 73.2 85.1
1975～79年 64.3 72.6
1980～84年 42.6 67.9
1985年以降 43.3 63.8
学校卒業年

92年以前（～バブル世代） 76.5 85.4
93～2004年(氷河期世代） 52.4 72.1
2005年以降(ポスト氷河期世代） 59.2 71.8
　ポスト氷河期世代Ⅰ（08～11年） 47.4 71.2
　ポスト氷河期世代Ⅱ（08～11年以外） 63.5 72.2
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図５－３－３a 母親の初職が正社員の割合の推移（%） 

 
 

図５－３－３b 学歴別、母親の初職が正社員の割合（%） 

 
 

74.0
69.4

63.7 66.1
60.6

80.2 77.6
72.9

78.6
75.4

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

第1回(2011） 第2回(2012） 第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子 ふたり親

15.9

62.9
71.4 69.4

8.1

69.5
80.5 83.7

中学校 高校 短大・高専ほか 大学・大学院

母子 ふたり親

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－41－ 

（４）母親の就業時間―フルタイム就業の母親が前回調査より減少 

週あたりの就業時間（残業時間を含む）が 30 時間以上のフルタイム（FT）就業者の割合

は、母子世帯 67.8%、ふたり親世帯 35.6%である。フルタイム就業している母親の割合は、前

回調査よりやや低下しているが、第１回（2011）調査より 3 ポイント上昇している（ふたり

親世帯）（図５－３－４a）3。 

 母子世帯の場合、末子の年齢層は就業率にあまり影響しないが、就業時間には一定の影響

を与えている。末子が「0～2 歳」層では、母親のフルタイム就業率（61.0%)が６割程度しか

ないが、末子が 3 歳以上になると、母親のフルタイム就業率が７割程度に上昇する。乳幼児

を抱えている母子世帯の多くは、就業時間の調整で仕事と子育てのバランスを図ろうとして

いることが分かる（図５－３－４b）。 

 一方、ふたり親世帯の場合、末子の年齢層が主に影響しているのは、母親の就業率である。

母親の無業率（就業 0 時間）は、末子が「0～2 歳」層では 39．5%、「3～5 歳」層では 33.7%、

「6～14 歳」層では 21.4%、「15～17 歳」層で 16.6%となっており、末子との年齢と母親の就

業率との間に線形の関係が見られる。一方、母親のフルタイム就業率は、末子の年齢にかか

らず、３分１程度の水準を維持している（図５－３－４c）。 

 そのほか、母親の学歴も就業時間に影響している。高学歴の母親は、総じてフルタイム就

業率が高くなっている（表５－３－４）。 

 

図５－３－４a 週 30 時間以上（FT）就業している母親の割合の推移（%） 

 
注：無職の母親、就業時間不詳を含めた集計結果である。 

  

                                                      
3 国の公式調査からも同様な傾向が確認できる。2012 から 2017 年までの 5 年間に、「夫婦と子供から成る世帯」

および「夫婦、子供と両親からなる世帯」における妻(65 歳未満)の有業率が８ポイント上昇（60.5%→68.8%）

しているが、「仕事が主な者」が全体に占める割合が５ポイントの増加（28.5%→33.5%）に止まっている（出

所：「平成 24 年就業構造基本調査（第 b220 表）」、「平成 29 年就業構造基本調査（第 a248 表）より筆者が再集

計」）。 
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図５－３－４b 末子の年齢別、母親の就業時間（%） －母子世帯 

 
  

図５－３－４c 末子の年齢別、母親の就業時間（%） －ふたり親世帯 

 
  

表５－３－４ 属性別母親の就業時間 

 

61.0

71.8

69.4

67.2

19.5

16.9

15.3

17.7
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4.9

2.8
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33.2

37.5

37.4

22.5

31.5

39.0

42.3

39.5

33.7

21.4

16.6

1.5

1.7

2.1

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0～2歳

3～5歳

6～14歳

15～17歳

週30時間以上（FT就業） 週30時間未満（PT就業） 0時間 不詳

N
週30時間
以上（FT
就業）

週30時間
未満（PT
就業）

0時間 不詳 合計

653 67.8 16.2 11.5 4.4 100
0～2歳 41 61.0 19.5 14.6 4.9 100.0
3～5歳 71 71.8 16.9 8.5 2.8 100.0
6～14歳 346 69.4 15.3 12.1 3.2 100.0
15～17歳 119 67.2 17.7 12.6 2.5 100.0
中学校・高校 344 64.8 17.7 12.8 4.7 100.0
短大・高専・専修学校他 220 70.5 18.2 10.5 0.9 100.0
大学・大学院 49 83.7 2.0 8.2 6.1 100.0

1,218 35.6 33.8 27.9 2.7 100
0～2歳 271 36.5 22.5 39.5 1.5 100.0
3～5歳 181 33.2 31.5 33.7 1.7 100.0
6～14歳 477 37.5 39.0 21.4 2.1 100.0
15～17歳 163 37.4 42.3 16.6 3.7 100.0
中学校・高校 381 29.1 42.5 26.5 1.8 100.0
短大・高専・専修学校他 493 38.7 28.4 30.2 2.6 100.0
大学・大学院 306 39.2 33.0 25.8 2.0 100.0

末子の年齢層
別

母親の学歴別

母子世帯

ふたり親世帯

末子の年齢層
別

母親の学歴別
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（５）父親の就業時間―60 時間超えの場合は母親の就業率が下がる 

父親の週あたり平均就業時間（残業時間を含む）は、父子世帯 38.6 時間、ふたり親世帯 48.1

時間である。そのうち、30 時間未満のパートタイム就業者の割合が、父子世帯（18.5%）は

ふたり親世帯（9.7%）の約２倍である（表５－３－５a）。 

ふたり親世帯の場合、夫の就業時間が 60 時間を超えると、妻のフルタイム就業率が顕著に

低下する。夫の就業時間が 60 時間以下であれば、妻のフルタイム就業率がおおむね４割前後

で推移しているのに対して、60 時間を超えると、妻のフルタイム就業率が３割に急落してい

る。同様に、夫の就業時間が 60 時間を超えると、妻の無職率が明らかに高い（表５－３－５

b、図５－３－５a）。 

父親の就業時間が「規則的」または「おおむね規則的」と回答した世帯は、父子世帯が 64.8%、

ふたり親世帯が 69.3%である。ふたり親世帯の父親の就業時間が比較的規則的である（図５

－３－５b）。 

一方、夫の就業時間の不規則性が、妻の無職率とは正の相関関係が見られるが、妻の就業

時間（フルタイム就業率）とは連動していないようである（図５－３－５c）。 

 

表５－３－５a 父親の週あたり就業時間数 

 
注：ふたり親世帯は父親回答（Ｎ＝49）の標本も含まれている。 

 

表５－３－５b 夫婦の就業時間数 

 
 

N 30時間
未満

30～40
時間

41～50
時間

51～55
時間

56～60
時間

60時間
超え

不詳 合計
平均

（時間）
標準
偏差

父子世帯 54 18.5 18.5 38.9 1.9 5.6 5.6 11.1 100.0 38.6 18.9

ふたり親世帯
（父親）

1,267 9.7 16.3 32.4 4.9 13.8 11.9 11.1 100.0 48.1 18.7

30時間以上
（FT就業）

30時間未満
（PT就業）

0時間 不詳 合計

40時間以下 9.7 9.3 6.0 1.0 26.0
41～50時間 13.3 10.0 8.5 0.6 32.4
51～60時間 7.0 6.7 5.0 0.1 18.7
60時間超え 3.5 3.6 4.6 0.3 11.9
不詳 2.9 3.6 3.7 0.8 11.1
合計 36.3 33.2 27.7 2.8 100.0

妻

夫
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図５－３－５a 夫の就業時間数別、妻の FT 就業率と無職率（%） 

 
  

図５－３－５b 父親の就業時間の規則性（%） 

 
  

図５－３－５c 夫の就業時間の規則性別、妻の FT 就業率と無職率 （%） 

 
 

 

37.4
41.0

37.1

29.1

23.1
26.1 26.6

38.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

40時間以下 41～50時間 51～60時間 60時間超え

FT就業 無職

39.1
36.2

32.1

38.9

24.0
26.9

30.3
32.4

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0

規則的 おおむね規則的 おおむね不規則 不規則

FT就業 無職

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－45－ 

（６）母親の就業収入―パート主婦の 16%は就業時間調整ゾーン 

母親の平均就業年収は（税込）は、母子世帯 234.2 万円、ふたり親世帯 143.5 万円である。

そのうち、女性の経済的自立ラインとされる 300 万円以上の収入を得ている者の割合は、母

子世帯が 24.7%、ふたり親世帯が 15.1%である（表５－３－６a、表５－３－６b）。 

母親の平均就業年収は、第１回調査以来、上昇基調が続いている。ふたり親世帯に比べて、

母子世帯の方は、母親の収入上昇幅が大きい（図５－３－６a）。母親の正社員比率の上昇幅

は、母子世帯が 10 ポイントであり、ふたり親世帯の約２倍の大きさに当たることが原因の 1

つとして考えられる（36 頁、図５－３－１b）。 

母親の就業年収の中央値が、ふたり親世帯は前回調査より５万円ほど上がっているが、母

子世帯は 200 万円で前回調査と同じである（図５－３－６b）。「平均値が顕著に上昇したが、

中央値に変化なし」ということは、母子世帯の就業収入における内部格差が拡大している可

能性が示唆される。 

非正規・パートとして働く有配偶の母親、いわゆる「パート主婦」の約７割（67.8%）は、

夫の住民税・所得税の配偶者控除の収入限度額である 103 万円以内で働いている。そのうち、

就業時間調整の疑いが濃厚である「100～103 万円」ゾーンで働いている母親は、16.4%であ

る。社会保険料負担が免除される「第３号被保険者」の収入限度額である 130 万円以内で働

く者と合わせると、「パート主婦」の４分の３は、いずれかの限度額内に収まる収入額で働い

ている。一方、夫の住民税・所得税の配偶者特別控除がなくなる 201 万円超で働くパート主

婦はわずか 8.7%である（図５－３－６c）。 

  

表５－３－６a 母親の就業年収（税込）の分布 

 
 

表５－３－６b 母親の就業年収（税込）のパーセンタイル分布（単位：万円） 

 

N 収入な
し

100万円
未満

100～
200万円
未満

200～
300万円
未満

300～
400万円
未満

400万
円以上

不詳 合計
平均

（万円）

標準
偏差

（再掲）
300万円

以上

母子世帯 653 6.4 10.7 19.6 21.4 11.8 12.9 17.2 100.0 234.2 198.5 24.7

ふたり親世帯 1,267 23.7 19.3 16.8 7.7 5.4 9.7 17.4 100.0 143.5 177.0 15.1

Ｎ 平均値 10% 25% 50%
（中央値）

75% 90%

（母子世帯）
第1回(2011） 584 172.6 0 50 148 250 400
第2回(2012） 508 194.6 5 90 170 257.5 400
第3回(2014） 564 225.7 1 90 180 290 450
第4回(2016） 560 215.8 0 98 200 300 450
第5回(2018） 541 234.2 18 103 200 300 480
（ふたり親世帯）
第1回(2011） 1,170 115.8 0 0 60 150 350
第2回(2012） 1,283 135.0 0 0 80 200 400
第3回(2014） 1,147 121.3 0 0 78 150 350
第4回(2016） 1,168 138.4 0 0 85 200 400
第5回(2018） 1,047 143.5 0 0 90 200 400
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図５－３－６a 母親の就業年収（税込）の平均値の推移（単位：万円） 

 
 

図５－３－６b 母親の就業年収（税込）の中央値の推移（単位：万円） 

 
 

図５－３－６c 有配偶の有業女性の収入構成（%）、不詳を除く 
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（７）父親の就業収入―500 万円以上は半数割れ 

父親の平均就業年収は（税込）は、父子世帯 524.7 万円、ふたり親世帯 556.4 万円となって

いる。そのうち、中流の暮らしを期待できる収入ラインとされる 500 万円以上の収入を得て

いる者の割合は、父子世帯が 24.1%、ふたり親世帯が 43.4%である（表５－３－７）。 

父親の平均就業年収は母親の年収と同様に、第１回調査以来、上昇基調が続いている。ふ

たり親世帯の場合、父親の平均就業年収は、過去の７年間で２割増加している。父子世帯の

父親も、平均年収が 423.1 万円から 524.7 万円に増え、24.0%の上昇である（図５－３－７a）。 

 

表５－３－７ 父親の就業年収（税込）の分布 

 
 

図５－３－７a 父親の就業年収（税込）の平均値の推移（単位：万円） 

 
 

N 収入
なし

300万円
未満

300～
500万円

未満

500～
800万円

未満

800万
円以上

不詳 合計
平均

（万円）
標準
偏差

再掲）500
万円以上

父子世帯 54 3.7 16.7 35.2 13.0 11.1 20.4 100.0 524.7 756.5 24.1
ふたり親世帯 1,267 0.9 8.7 23.7 28.7 14.7 23.4 100.0 556.4 332.0 43.4

423.1 436.2
394.5

445.6

524.7
462.8

523.7 529.7 545.6 556.4
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（８）夫婦の就業収入―夫年収「800 万円以上」層で専業主婦率が上がる 

 ふたり親世帯における夫婦の就業収入の組み合わせをみると、「夫 500～800 万円未満、妻

103 万円以下」のカップルは全体の 15.9%を占めており、割合がもっとも高い。「夫 300～500

万円未満、妻 103 万円以下」カップルが、それに次ぐ多さ（12.8%）である。「夫 800 万円以

上、妻 103 万円以下」カップルが３番目に多い（10.4%）。あらゆる収入階層の夫に、103 万

円以内で働く妻の割合が圧倒的に多いことがわかる（表５－３－８）。 

 夫の所得階級４分類別、妻の専業主婦率を比較すると、夫年収「800 万円以上」層では、専

業主婦率が明らかに高くなっているが、それ以外の層ではそれほどの差異が見られない。「第

３号被保険者」の収入限度額である 130 万円以内で働く妻、いわゆる「準専業主婦」を含め

ると、その傾向が一層鮮明に出てくる。夫年収「800 万円以上」層では、妻の（準）専業主婦

率が 72.6%となっているが、それ以外の収入階級ではおおむね６割前後である（図５－３－

８）。 

 

表５－３－８ 夫婦の就業年収（税込） 

 
 

図５－３－８ 夫の所得階級別、妻の専業主婦率（%） 

 
 

103万円
以下

104～
130万円
未満

130万円～
201万円

201万円
を超え

不詳 合計

300万円未満 5.1 1.1 1.3 2.0 0.2 9.6
300～500万円未満 12.8 1.0 3.4 6.1 0.5 23.7
500～800万円未満 15.9 1.0 3.3 7.9 0.6 28.7
800万円以上 10.4 0.2 0.8 2.8 0.4 14.7
不詳 6.6 0.4 0.4 0.2 15.7 23.4
合計 50.8 3.7 9.2 19.0 17.4 100.0
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（９）第１子出産後の就業継続率―緩やかに上昇 

 第１子の妊娠・出産後に「就業継続」した母親は、母子世帯が 36.3%、ふたり親世帯が 35.1%

である。そのうち、育休利用しての就業継続者の割合は、ふたり親世帯が 18.1%で、母子世

帯より３ポイント高い（表５－３－９）。 

母親の就業継続率が、調査開始以来、緩やかに上昇している。４年前の第３回調査に比べ、

母子世帯とふたり親世帯がいずれも３ポイント上昇している（図５－３－９a）。 

 「（就業）継続あり」のグループでは、母親の初職正社員比率と高学歴層の割合が比較的高

い。「継続なし」グループでは、初職正社員比率は母子世帯 58.5%、ふたり親世帯 76.0%であ

るのに対して、「継続あり」グループでは該当比率は 70.3%（母子世帯）と 80.5%（ふたり親

世帯）になっている。高学歴層の割合についても、「継続あり」グループの優位性が見られる

（図５－３－９b）。 

 また、ふたり親世帯に限って、「継続あり」グループでは、新卒労働市場が活況になり始め

る 2005 年以降に学卒期を迎えた「ポスト氷河期世代」の割合が高くなっている。「継続あり」

と「継続なし」グループの平均年齢はほぼ同じであるにもかかわらず、ポスト氷河期世代の

割合が、「継続あり」グループでは 16.8%となっており、「継続なし」グループより５ポイン

トも高い。 

 

表５－３－９ 第１子出産後における母親の就業変化（%） 

 
注：調査では、「妊娠判明直前」（t１）、「出産３ヵ月後」（t2）および「出産１年後」（t3）の母親の就業状況に

ついてたずねている。各コースの定義は以下の通りである。 
「就業継続」：t1-t3 のいずれの時期においても、母親が有業（育児休業を含む）。 
「出産退職」：t1 期で母親が有業であるが、t2 期または t3 期で母親が無業に転じる。 
「妊娠前から無職」：t1 期で母親が無業である。 

 

図５－３－９a 第１子出産後の母親の就業継続率の推移（%） 

 
注：妊娠前から無職、不詳等を含む集計結果。 

N
就業継続
（育休利
用）

就業継続
（育休な

し）
出産退職

妊娠前
から無
職

その他・不
詳

合計
再掲）就
業継続

母子世帯 653 15.5 20.8 42.4 16.4 4.9 100.0 36.3
ふたり親世帯 1,218 18.1 17.0 41.9 18.1 4.9 100.0 35.1
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32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0

第3回(2014） 第4回(2016） 第5回(2018）

母子世帯 ふたり親世帯

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－50－ 

図５－３－９b 第１子出産前後に就業継続の有無別、母親の属性（%） 

 
注：ポスト氷河期世代とは、2005 年以降に学卒期を迎えた世代のことである。「継続あり」と「継続な

し」グループの平均年齢はいずれも 40～41 歳前後である。 
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（１０）就業継続と現在の雇用状況―雇用条件を取るか第２子出産か 

第１子出産後の就業継続の有無は、母親のキャリアライフに中長期的な影響を及ぼす可能

性が高い。表５－３－１０は、第１子出産後に就業継続の有無別に、母親における現在の雇

用状況を比較したものである。 

「継続あり」グループは、総じて就業率と正社員比率が高く、大企業に勤務する者が多く、

平均年収が高いのが特徴である。そのうち、もっとも顕著の格差が出ているのは、正社員比

率と年収水準である。例えば、中途採用で正社員になる者が少ないふたり親世帯の母親の場

合、「継続あり」グループの正社員比率が５割に達しているが、「継続なし」グループの正社

員比率が１割も満たない水準(9.1%)である。また、女性の経済的自立ラインとされる 300 万

円以上の年収を稼いでいる者の割合も、「継続あり」グループが 30.8%（母数に収入不詳者を

含む）となっており、「継続なし」グループ（5.9%）を大きく引き離している（表５－３－１

０）。 

ただし、「継続あり」グループはより良い雇用状況を得ている反面、子ども数がやや少ない。

例えば、子どもが１人しかない者の割合は、「継続あり」グループが 25.5%（ふたり親世帯）

～42.1%（母子世帯）となっており、「継続なし」グループより６ポイント（ふたり親世帯）

～１１ポイント（母子世帯）高い。第１子出産後に就業を継続するために、第２子の出産を

あきらめた母親が相当数いることがうかがわれる（図５－３－１０）。 

 

表５－３－１０ 第１子出産後に就業継続の有無別、現在の就業状況  

 
 

図５－３－１０ 第１子出産後に就業継続の有無別、子ども数 （%） 

 
 

継続なし 継続あり 全体 継続なし 継続あり 全体

就業率 88.0 92.4 89.6 63.3 91.1 73.1
正社員 34.6 57.8 43.0 9.1 50.0 23.5
就業年収300万円以上 16.1 39.7 24.7 5.9 30.8 14.7
官公庁・300人以上大企業勤務 18.3 24.7 20.7 19.0 32.1 24.7
N 416 237 653 790 428 1,218

ふたり親世帯（母親）母子世帯
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（１１）就業と健康―無業母子世帯の２人に１人が抑うつ傾向 

 自分の健康状態が、「あまり良くない」または「良くない」と回答した者の割合は、無業母

親が 10.1%（ふたり親世帯）～39.7%（母子世帯）、有業母親が 6.0%（ふたり親世帯）～18.1%

（母子世帯）となっている。ふたり親世帯の母親と比べて、母子世帯の母親、とくに無業母

子世帯は健康状態が悪いことが分かる。（表５－３－１１a）。 

精神的健康度の指標である CES-D 得点をみると、CES-D 得点が 11 点以上で「抑うつ傾向

あり」とされる母親の割合では、母子世帯がふたり親世帯の２倍の高さである。ふたり親世

帯については、母親の精神的健康度は、有業者と無業者の間に差がほとんどない。一方、母

子世帯の場合、無業者の精神的健康度が有業者に比べてかなり悪い状態であることが分かる。

無業母子世帯の２人に１人（49.2%）という高い割合で抑うつの傾向が見られる（表５－３－

１１b）。 

  
表５－３－１１a 就業有無別、母親の主観的健康状態 

 
注：ふたり親世帯の集計値は、父親回答票を除いた結果である。 

  
表５－３－１１b 就業有無別、母親の精神的健康度－CES-D 得点 

 
注：ふたり親世帯の集計値は、父親回答票を除いた結果である。CES-D 抑うつ尺度は、 近の１週間で「普段

は何でもないことで悩む」、「物事に集中できない」、「落ち込んでいる」、「何をするのも面倒だ」等 10 項

目について、「ほとんどない」（得点 0）、「1～2 日」（得点 1）、「3～4 日」（得点 2）、または「5 日以上」（得

点 3）のどちらになるかをたずね、その合計得点をメンタルヘルスの指標とする。11 という閾値（Cutoff-
point）は、米国の臨床実験結果に基づくものである。 

無業 有業 全体 無業 有業 全体
N 68 585 653 328 890 1,218
良い 14.7 22.6 21.8 37.2 32.8 34.0
まあまあ良い 13.2 22.9 21.9 24.1 30.0 28.4
普通 30.9 32.1 32.0 26.5 28.0 27.6
あまり良くない 26.5 17.1 18.1 9.2 5.6 6.6
良くない 13.2 1.0 2.3 0.9 0.3 0.5
不詳 1.5 4.3 4.0 2.1 3.3 3.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
再掲）あまり良くない・良くない 39.7 18.1 20.4 10.1 6.0 7.1

ふたり親世帯母子世帯

無業 有業 全体 無業 有業 全体
N 68 585 653 328 890 1,218
0-3点 5.9 16.8 15.6 29.6 28.8 29.0
4～6点 17.7 21.0 20.7 25.9 29.0 28.2
7～10点 20.6 21.7 21.6 21.0 20.5 20.6
11～15点 17.7 15.6 15.8 8.2 10.2 9.7
16～30点 25.0 12.0 13.3 7.9 4.8 5.7
不詳 13.2 13.0 13.0 7.3 6.7 6.9
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平均（点） 12.5 8.7 9.1 6.7 6.2 6.3
標準偏差 7.6 6.2 6.4 5.7 4.7 5.0
再掲）11点以上※不詳を除く

抑うつ傾向あり
49.2 31.6 33.4 17.4 16.1 16.5

ふたり親世帯母子世帯
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４ 家事・育児 
（１）母親の家事時間数―ふたり親世帯は平均 3.5 時間 

 母親が平日１日当たり炊事、洗濯と掃除をこなす平均家事時間数は、母子世帯が 149 分（2.5

時間）、ふたり親世帯が 207 分（3.5 時間）となっており、ふたり親世帯の家事時間が約４割

長い。また、有業母親に比べて、無業母親の家事時間が 36 分（母子世帯）～71 分（ふたり

親世帯）長くなっている。そのうち、ふたり親世帯の専業主婦は３人に１人（34.9%）の割合

で、１日あたり５時間以上の家事を行っている（表５－４－１）。 

 母親の家事時間の推移をみると、ふたり親世帯は緩やかな減少傾向が見られるが、母子世

帯の家事時間にトレンド的な変化は見られない（図５－４－１a）。 

 家事時間数と就業時間数との間に、負の相関関係が見られるのはふたり親世帯のみである。

ふたり親世帯の場合、家事時間がもっとも長いのは「無業（専業主婦）」（256 分）、次いで「週

30 時間未満（PT 就業）」（213 分）と続き、「週 30 時間以上（FT 就業）」の家事時間（166 分）

がもっとも短い。一方、母子世帯は、PT 就業と FT 就業の家事時間はほぼ変わらない（図５

－４－１b）。 

そのほか、祖母との同居状況別母親（妻）の家事時間数をを比較してみた。母子世帯の場

合、祖母と同居している者の平均家事時間は３０分ほど短い。ふたり親世帯の場合、自分の

母親と同居している妻は家事時間が短くなっているが、夫の母親と同居している妻は平均家

事時間がむしろ全体よりも長い（図５－４－１c）。 

 

表５－４－１ 就業有無別、母親の平日１日あたりの家事時間 

 
注：ふたり親世帯は父親回答（Ｎ＝49）の標本も含まれている。父親回答の母親の家事時間数は、母親（妻）

が週休２日として、平日と休日の総家事時間数を７日で割ったものである。母親本人回答の家事時間

数は、平日１日当たりの家事時間数を直接にたずねたものである。 

 

無業 有業 全体 無業 有業 全体

N 68 585 653 338 929 1,267
120分（2時間）未満 23.5 30.9 30.2 4.7 15.6 12.7
180分（3時間）未満 25.0 27.7 27.4 12.4 26.3 22.6
240分（4時間）未満 17.7 23.6 23.0 26.3 25.3 25.6
300分（5時間）未満 10.3 7.5 7.8 19.2 15.5 16.5
300分（5時間）以上 17.7 6.8 8.0 34.9 15.7 20.8
不詳 5.9 3.4 3.7 2.4 1.6 1.8
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
再掲）４時間以上 27.9 14.4 15.8 54.1 31.2 37.3
平均（分） 181 145 149 259 188 207
標準偏差 121 94 98 136 100 115
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図５－４－１a 母親の家事時間の推移（単位：分／日） 

 
 

図５－４－１b 就業時間数別、母親の平均家事時間（単位：分／日） 

 
 

図５－４－１c 祖母との同居状況別、母親の平均家事時間（単位：分／日） 
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（２）父親の家事時間数―ふたり親世帯が増加、父子世帯が減少 

父親が１日当たり炊事、洗濯と掃除をこなす平均家事時間数は、父子世帯が 91 分、ふたり

親世帯が 35 分である。家事を全く行っていない（家事ゼロ）父親の割合は、いずれの世帯類

型においても４分の１程度いる（表５－４－２）。なお、「家事ゼロ」父子世帯の９割弱(85.7%)

は祖父母との同居世帯であり、家事が外注されたというよりも祖父母に担ってもらったケー

スが殆どだと思われる。また、子どもが家事を担っているケースも一部存在すると考えられ

る。 

父親の家事時間の推移をみると、ふたり親世帯と父子が逆のトレンドを示していることが

分かる。ふたり親世帯の場合、平均家事時間数だけではなく、「家事ゼロ」の割合も減少し続

けている。一方、父子世帯の父親の平均家事時間数が６年前に比べて 16 分減少し、「家事ゼ

ロ」の割合も大幅に増えている（図５－４－２a）。 

ふたり親世帯では妻の就業時間が週 30 時間以上（FT 就業）である場合、「家事ゼロ」夫の

割合(10.0%)が半減し、夫の平均家事時間も 45 分までに伸びる。一方、週 30 時間未満（PT

就業）妻の場合、夫の家事時間は専業主婦世帯とほぼ同程度である（図５－４－２b）。 

妻の就業年収別でみると、「収入なし（専業主婦）」と「（社会保険料負担の免除対象の収入

限度額である）130 万円未満」有業妻との間に、夫の家事時間に大きな違いが見られない。

一方、妻の収入が 130 万円を超えると、「家事ゼロ」夫の割合がいずれも 1 割以下となり、平

均家事時間も大きく伸びる（図５－４－２c）。 

また、妻の家事時間と同様に、夫の家事時間も妻の母親と同居している場合がもっとも短

くなっている（図５－４－２d）。 

 

表５－４－２ 父親の平日１日当たり平均家事時間 

 
注：母親回答のふたり親世帯の父親の家事時間数は、父親が週休２日として、平日と休日の総家事時間数を７

日で割ったものである。父親本人回答の家事時間数は、平日１日当たりの家事時間数を直接にたずねたも

のである。 

 

N 0分
1～ 15
分未満

16～30
分未満

30～60
分未満

60分以
上

不詳 合計
平均

（分）

標準
偏差

父子世帯 54 25.9 0.0 0.0 7.4 63.0 3.7 100.0 91 94
ふたり親
世帯

1,267 24.9 18.7 15.7 17.4 19.0 4.2 100.0 35 56

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－56－ 

図５－４－２a 父親の家事時間の推移 

 
 

図５－４－２b 妻の就業時間別、父親の家事時間 

 
 

図５－４－２c 妻の就業年収別、父親の家事時間 

 
 

図５－４－２d 祖母との同居状況別、父親の平均家事時間（単位：分／日） 
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（３）夫婦の合計家事時間―夫家事参加の世帯ほど長くなる 

 ふたり親世帯の場合、妻の家事時間が短いと、夫の家事時間がその分長くなるという単純

な代替関係ではないようである。例えば、妻家事時間「５時間以上」の世帯では、夫の平均

家事時間数は 36 分であり、妻家事時間「２～５時間未満」の世帯よりむしろ長くなっている

（表５－４－３）。 

 夫の家事時間が長ければ長いほど、妻の平均家事時間数がわずかに短くなっているが、夫

婦合計の家事時間がより大きく伸びているため、妻の家事時間の短縮にはあまりつながって

いない。例えば、夫婦合計の家事時間は、夫家事時間「６０分以上」の世帯（299 分）は夫

「家事ゼロ」の世帯(221 分)より 78 分も長くなっているが、妻の家事時間は 38 分の差異し

かない（図５－４－３）。 

 夫家事参加の世帯ほど、夫婦の合計家事時間が長くなる現象について、夫の家事への不慣

れが原因でよりたくさんの時間投入を要することや、元々家事総量の多い世帯で夫の家事参

加が余儀なくされていることなどが考えられる。  

 

表５－４－３ 妻の家事時間 5 分類別、夫の家事時間分布 

 
 

図５－４－３ 夫の家事時間５分類別、妻と夫の平均家事時間（単位：分/日） 
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平均（分） 42.6 32.2 34.6 28.8 35.9 － 34.5
標準偏差 65.4 40.0 50.5 45.8 76.1 － 56.4

夫

妻

221

213

212

203

183

7

19

39

116

0 50 100 150 200 250 300 350

0分

15分未満

16～30分未満

30～60分未満

60分以上

妻 夫

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）



－58－ 

（４）性別役割分業―母親に比べて父親の賛成割合が高い 

 「①母親の就業は、未就学の子どもに良くない影響を与える」という考えに「賛成」また

は「まあ賛成」の意見を持つ母親は、母子世帯とふたり親世帯がともに 32%強である。一方、

賛成意見を持つ父親の割合は、父子世帯が 37.0%、ふたり親世帯が 34.7%となっており、母

親を上回っている（表５－４－４上段）。 

「②夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という男女役割分業の考えに「賛成」または「ま

あ賛成」の意見を持つ母親は、全体の 23～24%を占めており、賛成意見を持つ父親の割合（31

～32%）より８ポイント低い。性別役割分業についても、母親に比べて父親の賛成割合は高

いことが分かる（表５－４－４下段）。 

母親が性別役割分業に対する賛成割合の推移をみると、ふたり親世帯が前回調査時よりや

や下がっているが、母子世帯は変化なしである（図５－４－４）。 

 

表５－４－４ 性別役割分業に関する意見 

 
 

図５－４－４ 男女役割分業に賛成する母親の割合推移（%） 
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（５）Work-Life Conflict―夫の家事時間数より妻の就業時間数が重要 

 仕事と家庭生活の不調和（Work-Life Conflict：WLC）度合いを表す３指標のうち、「仕事の

ため、しなければならない家事や育児のいくつかができなかった」（WLC1）の発生頻度がも

っとも高く、次いで「仕事のため、家事や育児を果たすことが難しくなっている」（WLC2）

と続き、「家事や育児のため、仕事に集中することが難しくなっている」(WLC3)の発生頻度

がもっとも低い（表５－４－５）。 

WLC1～WLC3 のいずれかを「ほぼ毎日」感じている者の割合は、母子世帯 14.0%、父子世

帯 16.0%、ふたり親世帯（母親）9.0%である（図５－４－５a）。 

ふたり親世帯の場合、妻が WLC を感じる頻度は夫の家事時間数とは明確な関係がなく、

妻本人就業時間の方がより重要のようである。週 30 時間未満（PT 就業）妻が WLC を頻繁

に感じている割合は 3.6%であるのに対して、週 30 時間以上（FT 就業）妻の同割合が 15.0%

に上っている（図５－４－５b、図５－４－５c）。 

  

表５－４－５ 仕事と家庭生活の不調和（WLC）の頻度 

 
注：WLC1：仕事のため、しなければならない家事や育児のいくつかができなかった。 

WLC2：仕事のため、家事や育児を果たすことが難しくなっている。 
WLC3: 家事や育児のため、仕事に集中することが難しくなっている。 

 

 

 

N
ほぼ毎日

（6点）

週に何回
かある
（5点）

月に何回
かある
（4点）

年に何回
かある
（3点）

めったに
ない

（2点）

全くない
（1点）

不詳 合計
平均
得点

標準
偏差

母子世帯

WLC1 585 10.1 31.3 24.6 9.4 15.7 7.4 1.5 100.0 3.9 1.5
WLC2 585 8.7 18.1 17.6 13.5 25.8 14.9 1.4 100.0 3.2 1.6
WLC3 585 2.9 8.7 20.2 12.7 34.0 20.5 1.0 100.0 2.7 1.4
父子世帯

WLC1 50 12.0 22.0 22.0 14.0 16.0 12.0 2.0 100.0 3.6 1.6
WLC2 50 8.0 18.0 22.0 8.0 28.0 12.0 4.0 100.0 3.3 1.6
WLC3 50 2.0 10.0 24.0 16.0 26.0 18.0 4.0 100.0 2.9 1.4
ふたり親世帯（母親）

WLC1 890 6.4 28.9 22.1 11.9 20.2 9.4 1.0 100.0 3.6 1.5
WLC2 890 6.2 13.2 13.3 12.5 32.9 21.0 1.0 100.0 2.8 1.5
WLC3 890 2.0 7.5 14.2 14.2 34.9 26.0 1.2 100.0 2.5 1.3
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図５－４－５a WLC を頻繁に（いずれかの WLC をほぼ毎日）感じている割合（%） 

 
  

図５－４－５b 夫の家事時間５分類別、妻が WLC を頻繁に感じている割合（%） 

 
注：ふたり親世帯に関する集計結果。 

 

図５－４－５c 妻の就業時間２分類別、妻が WLC を頻繁に感じている割合（%） 

 
注：ふたり親世帯に関する集計結果。 
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（６）非同居父親と子どもの交流―「年に数回」以上は養育費の確保に有利 

過去の１年間、非同居父親と子どもとの面会や会話等交流の頻度は、「年に数回以上」の割

合は、母子世帯の離別父親が 37.3%、ふたり親世帯の単身赴任父親が 93.8%である。離別父

親の 44.2%は子どもとの交流が「全くない」状態であり、そのうち離婚５年以上の離別父親

の半数以上（51.6%）が子どもと交流なしの状態である（表５－４－６a）。 

子どもと年に数回以上交流がある離別父親の割合が前回調査より５ポイント上昇してい

るが、６年前に比べて２ポイントしか上がっていない（図５－４－６a）。 

離別父親と子どもとの交流の頻度は、養育費の受取率とは正の比例関係にある。とくに、

離婚５年以上の離別父親に限ってみると、交流頻度と養育費の受取率の相関が一層強まって

いる。養育費の受取率は、交流頻度が「月１回以上」では 36.0%、「年に数回」では 30.3%、

「ほとんどない」では 14.3%、「全くない」では 10.4%となっており、交流頻度が低下するご

とに養育費の受取率も下がっていく。離別父親と子どもとの交流を「年に数回」程度または

それ以上を維持することは、養育費の確保に有利に働くと見られる（図５－４－６b、表５－

４－６b）。 

 

表５－４－６a 非同居父親と子どもとの交流の頻度  

 
※離婚が原因で母子世帯になった世帯を対象とした集計結果である。 

 

図５－４－６a 子どもと年に数回以上交流がある非同居父親の割合推移（%） 
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図５－４－６b 離別父親と子どもとの交流の頻度別、養育費の受取率（%） 

 
 

表５－４－６b 離別父親と子どもとの交流の頻度別、養育費の受取率 

 
注：離別父親全体に、離婚年数不詳の標本が含まれている。 
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（７）子どもの勉強をみる―未就学児、小学生のいる世帯では高頻度 

週に１～２回以上子どもの勉強をみる母（父)親の割合は、母子世帯 36.9%、父子世帯 27.8%、

ふたり親世帯（母親）は 47.5%である（表５－４－７a）。 

週に１～２回以上子どもと将棋・トランプなどで遊ぶ母（父)親の割合は、母子世帯 15.8%、

父子世帯 20.4%、ふたり親世帯（母親）は 24.0%である（表５－４－７b）。 

ふたり親世帯に比べて、父子世帯は子どもの勉強をみる頻度がずいぶん低いものの、子ど

もとの遊ぶ頻度はそれほど劣ってない。一方、母子世帯はふたり親世帯と比較して、勉強を

みる頻度よりも子どもとの遊ぶ頻度の方が大きな差がある。 

母子世帯について、子どもの勉強をみる頻度が週に１～２回以上の割合は、末子が未就学

児（0～5 歳）の世帯では３割、小学生（6～11 歳）の世帯では 2 割、中学生・高校生年齢層

の世帯では 5%程度である。子どもの年齢層が上昇するごとに、勉強をみる割合が減少する

傾向は、ふたり親世帯についてもみられている（図５－４－７a）。 

母親の就業形態別でみると、母親が子どもの勉強をみる頻度が週に１～２回以上の割合は、

専業主婦（母親無職）世帯では比較的高くなっている（図５－４－７b）。 

 

表５－４－７a 子どもの勉強をみる頻度 

 
 

表５－４－７b 子どもと将棋・トランプなどで遊ぶ頻度 

 
 

 

N ほぼ毎日
週に３～

４回
週に１～

２回
月に１～

２回
めったに

ない
不詳 合計

（再掲）
週に１～２
回以上

母子世帯 653 14.2 8.6 14.1 16.5 41.8 4.8 100.0 36.9

父子世帯 54 11.1 3.7 13.0 29.6 38.9 3.7 100.0 27.8
ふたり親世
帯（母親）

1,218 22.4 10.4 14.6 12.2 35.1 5.3 100.0 47.5

N ほぼ毎日
週に３～

４回
週に１～

２回
月に１～

２回
めったに

ない
不詳 合計

（再掲）
週に１～２
回以上

母子世帯 653 3.1 3.2 9.5 18.2 61.7 4.3 100.0 15.8

父子世帯 54 5.6 3.7 11.1 22.2 51.9 5.6 100.0 20.4
ふたり親世
帯（母親）

1,218 6.9 5.6 11.5 18.3 53.1 4.6 100.0 24.0
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図５－４－７a 末子の年齢層別、勉強をみる頻度が週に１～2 回以上の割合 （%） 

 
 

図５－４－７b 母親の就業形態別、勉強をみる頻度が週に１～2 回以上の割合（%） 
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（８）子どもと夕食を取る―母親が正社員の世帯では「孤食」が多い 

子どもと一緒に夕食をとる回数は「週３日以下」と回答した母（父)親の割合は、母子世帯

19.6%、父子世帯 38.9%、ふたり親世帯（母親）は 10.8%である（表５－４－８）。 

親と一緒に夕食とる回数は「週３日以下（孤食）」とする子どもの割合は、母子世帯が前回

調査とほぼ同じで、ふたり親世帯と父子世帯が増えている（図５－４－８a）。 

母子世帯の場合、「孤食」する子どもの割合は、中学生年齢層（12～14 歳）から急増しはじ

め、全体の３割弱を占めることになっている。ふたり親世帯の場合、同割合は高校生年齢層

（15～17 歳）から急増し、全体の４分の１程度（23.9%）になる（図５－４－８b）。 

母親の就業形態別でみると、「孤食」する子どもの割合は、母親が正社員の世帯ではもっと

も高くなっている（図５－４－８c）。 

 

表５－４－８ 子どもと一緒に夕食をとる回数  

 
 

図５－４－８a 子どもと一緒に夕食をとる回数が週３日以下（孤食） 

の割合推移 （%） 
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図５－４－８b 末子の年齢層別「孤食」の割合（%） 

 
 

図５－４－８c 母親の就業形態別「孤食」の割合（%） 
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（９）子どもの習い事・塾代―中学生・高校生年齢層に高額な費用 

第１子に月額 2 万円超の高額な習い事・塾代をかけている世帯の割合は、母子世帯 13.8%、

父子世帯 24.2%、ふたり親世帯 16.6%となっている。習い事・塾代の平均金額も、父子世帯が

もっとも高く（1.5 万円）、その次はふたり親世帯（1.2 万円）、母子世帯（９千円）がもっと

も低い（表５－４－９）。 

 第１子の年齢階層別でみると、「（該当）出費がない」の割合は、未就学児がもっとも高く、

小学生がもっとも低い。小学校から習い事・塾の利用が急増し始めている状況がうかがえる。

一方、高額な習い事・塾の利用対象は、中学生・高校生年齢層の子どもが圧倒的に多い。母

子世帯の約２割、ふたり親世帯の約３割は、中学生・高校生年齢層の第１子に月額２万円超

を支出している（図５－４－９a）。 

中学生・高校生年齢層の第１子に月額２万円超の習い事・塾代をかけている世帯の割合は、

前回調査に比べて４～５ポイント上昇している（図５－４－９b）。 

 

表５－４－９ 17 歳未満の第１子にかかる習い事・塾代 

 
 

図５－４－９a 第１子の年齢別習い事・塾代の分布（%） 
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図５－４－９b 12～17 歳第１子の習い事・塾代が２万円超の世帯の割合（%） 
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（１０）子どもの学業成績―母子世帯の男子がより深刻な状況 

小中高校生の第１子が学校での学業成績が「良好」または「まあまあ良好」（４点以上）で

ある割合は、母子世帯 33.0%、父子世帯 36.7%、ふたり親世帯 46.0%となっている（表５－４

－１０）。 

 ふたり親世帯の場合、4 点以上の良い学業成績を挙げている子どもの割合は、小学生も中

高生も、男子（息子）も女子（娘）も同じく４～５割程度となっている。一方、母子世帯の

場合、娘は息子より学業成績が明らかに良い。その差は小学生の段階では５ポイントほどで

あるが、中高生の段階になると 18 ポイントまでに広がっている。母子世帯の男子における教

育面の困難度は高いことが分かる（図５－４－１０a）。 

 また、子どもの学業成績は母親の学歴との関連性が強く、その傾向はふたり親世帯でとり

わけ強く現れている（図５－４－１０b）。 

 一方、親に勉強の面倒をみてもらった子どもほど、学業成績が良いというわけではない。

母子世帯の場合、親に「週に３回以上」勉強の面倒を見てもらった子どもの方は、学業成績

がむしろ悪い。勉強の面倒見は子どもの成績向上につながる一方、学業成績が芳しくない子

どもほど、親が手をかけているという逆の因果関係も考えられる（図５－４－１０c）。 

 習い事・塾代といった教育支出も、子どもの学業成績と一定の関連性がある。母子世帯も

ふたり親世帯も、「（該当）出費がない」子どもの学業成績が明らかに悪い。一方、習い事・

塾代をかけられている子どもの間では、支出額の多寡によって成績が変わるのは母子世帯の

みである（図５－４－１０d）。 

 
表５－４－１０ 6～17 歳第１子の学校での学業成績 

 
 

図５－４－１０a 第１子の性別、小・中高生別学業成績（%） 
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図５－４－１０b 母親の学歴別、第 1 子の学校での学業成績（%） 

 
 

図５－４－１０c 子どもの勉強をみる頻度別、第 1 子の学校での学業成績（%） 

 
 

図５－４－１０d 習い事・塾代別、第 1 子の学校での学業成績（%） 
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（１１）子どもの不登校―中高生と男子に比較的多く見られる 

小中高校生の第１子においては、不登校の経験を持っている割合は、母子世帯 11.7%、父

子世帯 10.0%、ふたり親世帯 4.0%となっている（表５－４－１１）。第１子に不登校経験あ

りの割合が前回調査より１ポイント（ふたり親世帯）～３ポイント（母子世帯）上昇してい

る（図５－４－１１a）。 

不登校問題は、小学生よりも中高生の間に比較的多く見られる。また、「現在不登校中」の

割合は、女子よりも男子の方が高くなっている。ふたり親世帯の場合、小学生の不登校経験

者がほとんどいないのに対して、中高生になると、男子の 7.7%、女子の 5.9%は経験がある。

母子世帯の場合、男子中高生の 11.8%（うち 3.4%は現在も）、女子中高生の 20.4%（うち 2.0%

は現在も）が不登校を経験していた（図５－４－１１b）。 

学校での学業成績も不登校と深く関わっている。学業成績が芳しくない（２点以下）子ど

もは「不登校経験あり」割合が高くなっている。学業成績が芳しくない子どもにおける「不

登校経験あり」の割合は、母子世帯が 27.0%（うち 12.7%は現在も）、ふたり親世帯も 13.4%

（うち 6.7%は現在も）に達している（図５－４－１１c）。 

 中学校卒の母親を持つ子どもは、不登校割合が顕著に高い。中卒母親の子どもの「不登校

経験あり」の割合は、母子世帯が 21.0%（うち 7.0%は現在も）、ふたり親世帯が 9.2%（うち

4.6%は現在も）に達している（図５－４－１１d）。 

 

表５－４－１１ 6～17 歳第１子の不登校状況 

 
注：小中高校生が年間 30 日以上学校を欠席することを「不登校」としている。 

 

図５－４－１１a 第１子に不登校経験ありの割合推移（%） 

 

N 不登校経
験なし

過去に不
登校あり

現在不登
校中

不詳 合計
（再掲）
不登校経
験あり

母子世帯 376 72.9 9.0 2.7 15.4 100.0 11.7

父子世帯 30 80.0 10.0 0.0 10.0 100.0 10.0

ふたり親世帯 679 86.2 2.8 1.2 9.9 100.0 4.0
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図５－４－１１b 第１子の性別、小・中高生別不登校状況（%） 

 
 

図５－４－１１c 第１子の学業成績３分類別不登校状況（%） 

 
 

図５－４－１１d 母親の学歴別、第 1 子の不登校状況（%） 
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（１２）児童虐待―三世代同居の方が虐待は起こりにくい 

 子どもに①身体的暴力（質問票では「行き過ぎた体罰」）、②育児放棄、のいずれかを行っ

たりする経験がある母（父）親の割合は、母子世帯 10.7%、父子世帯 13.0%、ふたり親世帯

（母親）6.1%、ふたり親世帯（父親）2.0%となっている。ふたり親世帯の虐待種別は、身体

的暴力が中心であるが、母子／父子世帯の場合、育児放棄も大きなウェイトを占めている（表

５－４－１２a）。 

 保護者自身が成人する前に親からの虐待被害を受けた経験の割合をみると、母子世帯の母

親は 12.9%でもっとも高い（表５－４－１２b）。 

 児童虐待の被害者は成人した後に児童虐待の加害者になりやすい、いわゆる「虐待の世代

間連鎖」と呼ばれる現象が存在するといわれている。実際、（自分の）親による身体的暴力の

被害経験がある母親のうち、約 26%の人が過去に自分の子どもを虐待した経験がある。これ

は、親による被害経験のない者の３倍～５倍の水準である（図５－４－１２a）。 

 また、核家族世帯よりも三世代同居世帯の方が、母親が児童虐待になりにくい。それはふ

たり親世帯と母子世帯の両方に当てはまる話であるが、母子世帯について三世代同居の効果

がより大きい。母子世帯の場合、三世代同居世帯における母親の虐待加害者割合は、6.4%に

過ぎず、核家族世帯の約半分程度の水準である（図５－４－１２b）。 
 

表５－４－１２a 児童虐待の加害者だった割合 

 
 

表５－４－１２b 自分が成人する前に親による虐待被害の経験割合 

 
 

N ①身体的暴
力のみあり

②育児放棄
のみあり

③両方
あり

④両方
なし

不詳 合計
(再掲）いずれ

かあり(①、
②、③合計）

母子世帯 653 6.6 2.5 1.7 84.7 4.6 100.0 10.7

父子世帯 54 5.6 7.4 0.0 70.4 16.7 100.0 13.0

ふたり親世帯（母親） 1,218 4.8 0.5 0.7 89.3 4.6 100.0 6.1

ふたり親世帯（父親） 49 2.0 0.0 0.0 98.0 0.0 100.0 2.0

N ①身体的暴
力のみあり

②育児放棄
のみあり

③両方あ
り

④両方な
し

不詳 合計
(再掲）いずれ

かあり(①、
②、③合計）

母子世帯 653 9.0 1.8 2.0 82.7 4.4 100.0 12.9

父子世帯 54 5.6 0.0 1.9 81.5 11.1 100.0 7.4

ふたり親世帯（母親） 1,218 5.7 1.0 0.7 89.3 3.3 100.0 7.4

ふたり親世帯（父親） 49 4.1 0.0 2.0 93.9 0.0 100.0 6.1
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図５－４－１２a 児童虐待の被害経験の有無別、加害者だった割合（%） 

 

 
※「両方あり」のケースが含まれている。 

 

図５－４－１２b 三世代同居有無別、児童虐待の加害者だった割合（%） 
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５ 子育て世帯への支援 

（１）祖父母による援助―同居、近居、準近居、別居順に減少 

子どもの祖父母から月に 2 回以上の子どもの世話や家事支援、いわゆる「世話的援助」を

受けている世帯は、母子世帯 30.9%、父子世帯 46.3%、ふたり親世帯 32.8%となっており、父

子世帯に対する援助割合が高い（表５－５－１a）。 

一方、祖父母から年数回以上の経済的援助を受けている世帯の割合は、上述の世話的援助

よりやや低く、いずれの世帯類型も２割台であるが、母子世帯に対する援助割合（21.7%）は

その中ではもっとも低い（表５－５－１b）。 

祖父母から援助の頻度は、住居の構え方に大きく左右されると言われている。子どもの祖

母との住居の構え方を「同居」、徒歩圏内の「近居」、片道１時間未満の「準近居」、「別居」

および「該当母親はいない」という５通りに分類すると、同居・近居・準近居の割合は、母

子世帯 73.1%、父子世帯 64.8%、ふたり親世帯 76.4%となっている。子育て中の女性の約４分

の３は、祖母と１時間圏内で住居を構えている（表５－５－１c）。 

実際、祖父母からの世話的援助の頻度は、同居、近居、準近居、別居順に低下していくこ

とが確認できる（図５－５－１a 左側）。経済的援助についても、同様な傾向が見られる（図

５－５－１a 右側）。 

母親の就業形態別でみると、正社員の母親は祖父母から世話的援助を受ける割合が高くな

っている（図５－５－１b 左側）。一方、祖父母から経済的援助を受ける割合がもっとも高い

のはパート主婦である（図５－５－１b 右側）。 

 

表５－５－１a 子どもの祖父母からの世話的援助 

 
 

表５－５－１b 子どもの祖父母からの経済的援助 

 
 

N 週に３、４
回以上

月に２回
以上

月に１回
程度

年に数回
程度

年に１回
程度

数年に
１回程度

ほとんど
受けてい
ない

該当する
祖父母は
いない

不詳 合計
（再掲）
月２回
以上

母子世帯 653 22.8 8.1 4.6 4.9 0.6 0.8 23.6 28.2 6.4 100.0 30.9

父子世帯 54 33.3 13.0 0.0 7.4 0.0 0.0 9.3 31.5 5.6 100.0 46.3

ふたり親世帯 1,267 16.7 16.1 7.8 14.9 3.7 1.3 30.5 5.5 3.5 100.0 32.8

N 週に３、４
回以上

月に２回
以上

月に１回
程度

年に数回
程度

年に１回
程度

数年に
１回程度

ほとんど
受けてい
ない

該当する
祖父母は
いない

不詳 合計
（再掲）
年数回
以上

母子世帯 653 5.5 2.8 6.9 6.6 2.6 2.8 35.1 30.8 7.0 100.0 21.7

父子世帯 54 9.3 3.7 3.7 11.1 0.0 5.6 29.6 29.6 7.4 100.0 27.8

ふたり親世帯 1,267 2.8 4.3 7.5 15.2 5.8 5.5 46.7 8.1 4.0 100.0 29.8
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表５－５－１c 子どもの祖母との住居の構え方 

 
注：ふたり親世帯の場合、妻または夫の母親のうち、もっともアクセスしやすい居住状態にいる方を指している。 

 

図５－５－１a 祖母との住居の構え方別、祖父母から援助ありの割合（%） 

 
注：「世話的援助あり」とは、夫または妻の親が子どもの世話・家事援助を月に２回以上を行った場合、「経済的

援助あり」とは、夫または妻の親が経済的援助を年に数回程度またはそれ以上の頻度で行った場合を指して

いる。 
 

図５－５－１b 母親の就業形態別、祖父母から援助ありの割合（%） 
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未満

別居-
片道1H
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該当祖母
はいない

不詳 合計
（再掲）

同居・近居・
準近居

母子世帯 653 27.1 16.9 29.1 12.9 10.6 3.5 100.0 73.1

父子世帯 54 35.2 14.8 14.8 14.8 11.1 9.3 100.0 64.8

ふたり親世帯 1,267 15.2 26.1 35.2 17.1 2.8 3.6 100.0 76.4
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（２）祖父母以外の援助者―４～５割の世帯は「誰もいない」 

 子どもの祖父母以外に、子どもの世話・家事について援助してくれる人がいる世帯の割合

は、母子世帯 17.2%、父子世帯 7.4%、ふたり親世帯 12.5%となっている（表５－５－２a）。

一方、金銭について援助してくれる祖父母以外の人は、いずれの世帯類型も５%未満である

（表５－５－２b）。 

 世話的援助について頼れる人が「誰もいない」世帯の割合は、第２回調査以降に大きな変

化がなく、おおむね 25%前後で推移している。一方、金銭的援助について頼れる人が「誰も

いない」世帯の割合は、母子世帯が 51.5%、ふたり親世帯が 39.9%であり、６年前よりそれぞ

れ４ポイントと２ポイント上昇している（図５－５－２）。 

 

表５－５－２a 子どもの世話・家事について援助してくれる人（複数回答） 

 
注：複数回答なので、再掲は③と④の合計とはならない。以下同じ。 

 

表５－５－２b 金銭について援助してくれる人（複数回答） 

 
 

図５－５－２ 頼れる人が「誰もいない」割合の推移（%） 

 

N ①自分の
親

②配偶者
の親

③親以外
の親族

④知人・
友人等

⑤誰もい
ない

不詳 合計
(再掲）
親以外
の人

母子世帯 653 62.5 2.8 11.3 7.4 27.3 3.2 114.4 17.2

父子世帯 54 63.0 16.7 1.9 7.4 20.4 5.6 114.8 7.4

ふたり親世帯 1,267 53.1 34.9 7.7 5.8 25.8 2.2 129.6 12.5

N ①自分の
親

②配偶者
の親

③親以外
の親族

④知人・
友人等

⑤誰もい
ない

不詳 合計
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父子世帯 54 35.2 3.7 1.9 0.0 48.1 11.1 100.0 1.9

ふたり親世帯 1,267 43.7 32.1 3.3 0.2 39.9 4.0 123.2 3.4
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（３）認可保育所の利用―ふたり親世帯の５割強は利用経験なし 

 認可保育所を利用した経験がある世帯の割合は、母子世帯 65.2%、父子世帯 64.8%、ふた

り親世帯 45.9%となっている。ひとり親世帯に比べて、ふたり親世帯は認可保育所の利用率

が低いものの、幼稚園の預かり保育の利用率（25.3%）やいずれの保育施設も利用しなかった

割合（23.6%）が高い（表５－５－３a）。 

 いずれの世帯類型においても、認可保育所を利用しなかった理由に、「必要がなかった」が

もっとも多い。それ以外の理由について、母子世帯ではもっとも多いが「審査基準が厳しく、

申請しても無駄だと思った」（4.4%）および「他の認可外保育施設に子どもを預けていた」

（4.4%）である。ふたり親世帯にもっとも多く見られる理由は「保育所の場所が不便だった」

（5.5%）、次いでは「審査基準が厳しく、申請しても無駄だと思った」（5.0%）である（表５

－５－３b）。 

子どもが認可保育所の待機児童になった経験がある世帯の割合は、母子世帯 12.4%、父子

世帯 5.6%、ふたり親世帯 11.1%である。末子が未就学児の世帯で該当割合が高くなっている

（表５－５－３c）。 

子どもが待機児童になった時の対応について、母子世帯は「認可外保育施設等を利用した」

（42.0%）、ふたり親世帯は「育休を延長した」（34.3%）がもっとも多い（表５－５－３d）。 

 

表５－５－３a 保育施設の利用経験（複数回答） 

 
 

 

母子世帯 父子世帯 ふたり親世帯

N 653 54 1,267
認可保育所 65.2 64.8 45.9
幼稚園預かり保育 15.5 9.3 25.3
認定こども園 11.0 5.6 10.6
ファミリーサポート事業 5.1 3.7 5.3
小規模保育 3.5 0.0 4.4
病児・病後児保育 6.6 5.6 4.4
事業所内保育所 4.3 1.9 3.1
認証保育所 4.1 3.7 2.8
短期特例保育 0.6 1.9 1.0
保育ママ 0.9 1.9 0.5
ベビーホテル 0.2 0.0 0.2
上記いずれも利用しなかった 15.6 20.4 23.6
不詳 3.7 1.9 3.6
合計 136.3 120.4 130.7
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表５－５－３b 認可保育所を利用しなかった理由（複数回答） 

 
 

表５－５－３c 子どもが認可保育所の待機児童になった経験がある割合 

 
※全体に末子年齢不詳の世帯が含まれている。 

 

表５－５－３d 子どもが待機児童になった時の対応（複数回答） 

 

（母子世帯）

貧困世帯 全体

N 60 227
必要がなかった 65.0 48.9
審査基準が厳しく、申請しても無駄だと思った 6.7 4.4
他の認可外保育施設に子どもを預けていた 6.7 4.4
その他の理由 1.7 4.4
働いた場合の収入に比べて保育料が高かった 1.7 3.1
保育内容や保育者の質に満足できなかった 0.0 1.3
保育所の場所が不便だった 1.7 0.4
保育時間が合わなかった 0.0 0.0
不詳 18.3 35.7

（ふたり親世帯）

貧困世帯 全体

N 22 685
必要がなかった 68.2 61.2
保育所の場所が不便だった 0.0 5.5
審査基準が厳しく、申請しても無駄だと思った 4.5 5.0
働いた場合の収入に比べて保育料が高かった 4.5 4.1
保育内容や保育者の質に満足できなかった 4.5 2.9
他の認可外保育施設に子どもを預けていた 0.0 1.3
保育時間が合わなかった 0.0 1.2
その他の理由 4.5 0.6
不詳 18.2 24.1

母子世帯 父子世帯 ふたり親世帯

0～2歳 19.5 － 18.8
3～5歳 19.7 － 15.1
6～14歳 13.3 － 7.6
15～17歳 5.0 － 5.4
全体※ 12.4 5.6 11.1

母子世帯 ふたり親世帯

認可外保育施設等を利用した 42.0 33.6
育休を延長した 13.6 34.3
勤務形態を変えた 8.6 2.1
労働時間を短縮した 7.4 4.3
勤務先を変えた 6.2 3.6
仕事をやめた 4.9 5.0
その他 32.1 25.7
不詳 0.0 2.1
合計 114.8 110.7
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（４）学童保育―母親が正社員として働く世帯の利用率が高い 

 日中保護者が家庭にいない、10 歳未満の小学生児童（一部の自治体では４年生以上も可能）

を対象に行っている保育サービス、いわゆる「学童保育」への需要は、近年増加傾向にある。

６歳以上子どものいる世帯のうち、現在もしくは過去に学童保育を利用したことがある世帯

は、母子世帯 44.6%、父子世帯 40.7%、ふたり親世帯 26.8%、調査開始以降増加傾向が続いて

いる（表５－５－４、図５－５―４a）。 

母親の就業形態別でみると、母親が正社員として働く世帯では、学童保育の利用経験率が

高くなっている（図５－５－４b）。 
 

表５－５－４ 学童保育の利用状況 

 
注：第１子が６歳以上の世帯に関する集計結果。以下同じ。 
 

図５－５－４a 学童保育の利用経験がある世帯の割合推移（%） 

 
 

図５－５－４b 母親の就業形態別、学童保育の利用状況（%） 
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（５）育児休業制度の利用経験―パート・契約社員の利用が加速 

育児期の就業を支える代表的な制度が、「育児休業制度」である。1992 年に育児休業法（現

在の育児・介護休業法）が施行されて以来、育児休業取得者は増えていた。2018 年調査前年

の１年間に在職中に子どもが生まれた男女のうち、育児休業を取得した者の割合は、女性が

82.2%、男性が 6.2%（厚生労働省「平成 30 年度雇用均等基本調査（速報版）」）となっている。 

今回の JILPT 調査によれば、無職者を含むこれまでに育児休業制度を利用したことがある

者の割合（育休経験率）は、母子世帯 20.4%、父子世帯 1.9%、ふたり親世帯（母親）28.7%で

ある（表５－５－５）。育休の利用経験がある母親の割合は、調査開始以降、上昇傾向が続い

ている（図５－５－５a）。 

母親の就業形態別でみると、正社員として働く母親は、育休の利用経験率が高い。とくに

ふたり親世帯の母親の場合、育休経験率が７割に達している。一方、無職またはパートで働

く母親は、育休経験率が１割～２割程度しかない（図５－５－４b）。 

正社員の育休経験率が高いものの、第４回(2016)調査以降、頭打ちとなっている。パート、

契約社員等の育休経験率は、第２回調査以降、上昇傾向が続いており、今回調査は２年前に

比べて４～６ポイントの大幅増があった（図５－５－５c）。 

 

表５－５－５ 育児休業制度の利用状況 

 
注：出産の前にすでに無業または退職していた母親を含む集計値である。 

 

図５－５－５a 育休の利用経験がある母親の割合推移（%） 

 

N 今利用し
ている

過去に利
用したこと
がある

利用経験
はないが、
今後利用
したい

利用経験は
なく、今後も
利用するつ
もりはない

制度を知
らない

不詳 合計
（再掲）
利用経験

あり
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図５－５－４b 母親の就業形態別、育児休業制度の利用状況（%） 

 
注：第１子が６歳以上の世帯に関する集計結果。 

 

図５－５－５c 就業形態別、育休の利用経験がある母親の割合推移（%） 
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（６）短時間勤務制度の利用経験―ふたり親世帯の非正規が利用拡大 

 2010 年に施行された改正育児・介護休業法では、３歳未満の子どもを養育している労働者

については、事業主は、希望すれば利用できる１日原則６時間の短時間勤務制度を講じるこ

とが義務付けられている。また、３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労

働者については、希望する場合には原則として短時間勤務制度を講ずることが努力義務とさ

れている。 

これまでに短時間勤務制度を利用したことがある者の割合（時短経験率）は、母子世帯 6.9%、

父子世帯 1.9%、ふたり親世帯（母親）12.2%である（表５－５－６）。時短の利用経験がある

母親の割合は、第２回調査以降、上昇傾向が続いている（図５－５－６a）。 

 母親の就業形態別でみると、時短経験率は正社員の方（母子世帯 11.4%、ふたり親世帯 28.0%）

ではとくに高くなっている（図５－５－６b）。ただし、第３回（2014）調査以降、ふたり親

世帯では非正規の時短経験率が伸び続けているのに対して、正社員の方が伸び悩んでいる。

母子世帯の場合、正社員の時短経験率は前回調査より１ポイントの上昇に止まっており、非

正規では変わらないか（契約社員等）、下落している（パート）（図５－５－６c）。 

  

表５－５－６ 短時間勤務制度の利用状況 

 
 

図５－５－６a 短時間勤務制度の利用経験がある母親の割合推移（%） 
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図５－５－６b 母親の就業形態別、短時間勤務制度の利用状況（%） 

 
 

図５－５－６c 就業形態別、時短の利用経験がある母親の割合推移（%） 
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（７）就業支援制度の利用―利用割合の伸びが止まっている 

 子育て中の女性に手厚く就職支援を行う目的で、マザーズハローワークが 2006 年度から

導入されている。また、ひとり親に職業訓練の資金を援助するために、「自立支援教育訓練給

付金」と「高等職業訓練促進給付金」制度が 2003 年度に導入されている。前者は、指定教育

訓練講座の受講費用の一部（費用の 60%、最大 20 万円※調査時点）を助成する制度で、後者

は看護師等専門職の養成機関の在籍費用の一部（所得制限付きで月額 10 万円、最大 3 年間

※調査時点）を生活の負担の軽減を目的として助成する制度である。 

 マザーズハローワークを利用したことがある母親の割合は、母子世帯 11.9%、ふたり親世

帯 5.3%となっている。第１回(2011)調査以降は増加傾向が続いていたマザーズ HW の利用

割合は、前回調査から頭打ちとなっている。また、「自立支援教育訓練促進費」または「高等

技能訓練促進費」を受けたことがある母子世帯の母親の割合は、それぞれ 3.1%と 3.5%であ

る。いずれの支援制度も利用割合が上がっていない（図５－５－７）。 

 

図５－５－７ 就業支援制度を利用したことがある母親の割合推移（%） 
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（８）拡充してほしい公的支援―保育サービスの拡充希望が減少 

 育児と就業を両立する上で、拡充してほしい公的支援についてたずねると、「児童手当の増

額」、「乳幼児医療費助成期間の延長」、「職業訓練を受ける際の金銭的援助」、「年少扶養控除

の復活」といった「金銭的援助」の拡充を望む保護者がもっとも多く、そのいずれかを選択

した保護者の割合は、母子世帯 79.2%、父子世帯 76.9%、ふたり親世帯 78.6%となっている

（表５－５－８）。 

「（休日保育、延長保育等）保育サービスの多様化」、「病時・病後児保育制度の充実」、「保

育所の増設」といった「保育サービス」の拡充を望む保護者の割合は、母子世帯 28.3%、父

子世帯 38.9%、ふたり親世帯 44.5%となっている。「育児休業の法定期間の延長」または「子

の看護休暇の法定期間の延長」といった「休業・休暇の期間延長」を希望する保護者は比較

的少なく、全体の 4%～16%である。 

拡充してほしい公的支援の種類別推移をみると、「金銭的支援」を望む保護者の割合は、調

査開始以降に８割前後と高位水準を維持している。とくにふたり親世帯は「金銭的支援」を

選ぶ割合が、前回調査より５ポイントも上昇し、母子世帯と並ぶ水準となっている。 

「休業・休暇の延長」を希望する保護者の割合は、10%～15%程度と低位ながら安定的に推

移している。 

一方、「保育サービス」を望む保護者の割合は、母子世帯とふたり親世帯がそれぞれ前回調

査より８ポイントと 13 ポイント下がり、下落が著しい（図５－５－８）。保育所の待機児童

数が著しく減少したことがその背景にあると考えられる4。 

 

表５－５－８ 拡充してほしい公的支援（３つまでの複数回答） 

 
 
                                                      
4 厚生労働省の発表によると、2018 年 10 月の待機児童数は 47,198 人であり、前年同期と比較して 8,235 人も減

少（15%減）した。 

母子世帯 父子世帯 ふたり親世帯

金銭的支援（①～④のいずれか） 79.2 76.9 78.6
　　　　①児童手当の増額 65.9 73.1 57.6
　　　　②年少扶養控除の復活 7.7 26.9 11.1
　　　　③乳幼児医療費助成期間の延長 17.8 11.5 26.7
　　　　④職業訓練を受ける際の金銭的援助 20.3 7.7 22.3
保育サービス（⑤～⑦のいずれか） 28.3 38.9 44.5
　　　　⑤保育サービスの多様化 19.6 26.9 21.7
　　　　⑥保育所の増設 13.4 13.5 26.6
　　　　⑦病時・病後児保育制度の充実 7.9 13.5 18.4
休業・休暇の期間延長(⑧または⑨） 10.6 3.8 15.8
　　　　⑧育児休業の法定期間の延長 5.0 1.9 11.0
　　　　⑨子の看護休暇の法定期間の延長 6.2 1.9 7.7
N 596 52 1,189
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図５－５－８ 拡充してほしい公的支援の種類別推移（%） 
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６ まとめ 
 本調査シリーズは、2018 年 11 月-12 月に実施された「子どものいる世帯の生活状況および

保護者の就業に関する調査」（第 5 回子育て世帯全国調査）における結果速報である。第１回

(2011 年)～第 4回(2016 年)調査と同様に、本調査は 18 歳未満の子どもを育てている世帯を、

ふたり親世帯とひとり親世帯に分け、ひとり親世帯をオーバーサンプリング（over-sampling）

して抽出している。主な内容は、母子世帯、父子世帯およびふたり親世帯における家族構造、

経済状況、仕事、家事・育児、仕事および子育て世帯への支援等に関するものである。本調

査から得られた主な知見は下記の通りである。 

 

第１に、母親の就業率と正社員率は上昇基調が続いているが、フルタイム就業の母親が前

回調査よりわずかに減少した。 

 

第２に、第１回調査以降、母親における平均就業年収の上昇基調が続いている。また、ふ

たり親世帯に比べて、母子世帯の方は、母親の収入上昇幅が大きい。 

 

第３に、パート主婦の年収ボリュームゾーンは 100 万円未満であるが、就業時間調整の疑

いが濃厚である「100～103 万円」ゾーンに 16%もの人が集中している。 

 

第４に、女性のフルタイム（FT）割合が就業率ほど上がっていない。男女役割分業「従来

型標準カップル」は、今も主流である。 

 

第５に、父親の就業時間が 60 時間超えると、母親の FT 割合が顕著に下がり、無職率は上

がる。父親の長時間労働解消は、女性の就業促進に積極的な効果が期待できる。 

 

第６に、初職で正規雇用に就く割合の世代間格差が大きい。若いコホートほど初職正社員

比率が総じて低下する傾向が見られる。 

 

第７に、夫婦の合計家事時間は、夫家事参加の世帯ほど長くなるため、妻の家事時間が夫

の家事参加によってそれほど短縮されてない。夫の家事効率性の改善や、家事総量の削減が

課題である。 

 

最後に、「金銭的支援」を望むふたり親世帯の割合が、前回調査より５ポイント上昇し、母

子世帯と並ぶ水準（約８割）となっている。一方、保育サービスの拡充希望は前回調査より

大幅に減少した。 

調査シリーズNo.192

労働政策研究・研修機構（JILPT）


	調査・結果の概要
	Ⅰ　調査の目的と概要
	Ⅱ　標本抽出方法の詳細
	１ 層化
	２ 標本数の配分
	３ 抽出
	４ クォータ法抽出の調査地点について

	Ⅲ　本調査シリーズの位置づけ
	Ⅳ　集計方法と標本の代表性2
	１ 集計方法と利用上の注意
	２ 標本の代表性

	Ⅴ　主な調査結果
	１ 家族構造
	（１）世帯人員―徐々に減少
	（２）子どもの数―母子世帯では逆に増えている
	（３）理想の子ども数―「３人以上」が引き続き減少
	（４）末子の年齢―目立った変化がない
	（５）親の年齢―母親の平均年齢は７年前より１歳ほど上昇
	（６）婚姻状況―再婚経験のある母子世帯は１割未満
	（７）同居家族―三世代同居比率が引き続き低下
	（８）住居の状況―母子世帯の約１割は公営賃貸住宅

	２ 経済状況
	（１）暮らし向き―「大変苦しい」は減少傾向
	（２）年間収入―母子世帯の内部格差が拡大
	（３）相対的貧困率―公営賃貸住宅に多くの貧困世帯
	（４）食料の不足―母子世帯は６世帯に１世帯が直面する問題
	（５）学習塾支出―負担できない割合はやや低下
	（６）貯蓄―ふたり親世帯でも７世帯に１世帯が全くできない
	（７）子どもの数と経済的困窮―多子世帯は困窮度が高い
	（８）末子の年齢と経済的困窮―末子が中高生の母子世帯は一層厳しい
	（９）就業状態と経済的困窮―パート主婦世帯がもっとも苦しい
	（１０）キャリア継続と経済的困窮―「中断型」有業者は不利な状況
	（１１）経済的困窮―金銭的指標と主観的指標と一致しない場合も

	３ 仕事
	（１）現在の就業形態―就業率と正社員比率がともに上昇
	（２）夫婦の就業状態―男女役割分業「従来型標準カップル」は約７割
	（３）初職の正規雇用―若いコホートほど比率が低下
	（４）母親の就業時間―フルタイム就業の母親が前回調査より減少
	（５）父親の就業時間―60 時間超えの場合は母親の就業率が下がる
	（６）母親の就業収入―パート主婦の16%は就業時間調整ゾーン
	（７）父親の就業収入―500 万円以上は半数割れ
	（８）夫婦の就業収入―夫年収「800 万円以上」層で専業主婦率が上がる
	（９）第１子出産後の就業継続率―緩やかに上昇
	（１０）就業継続と現在の雇用状況―雇用条件を取るか第２子出産か
	（１１）就業と健康―無業母子世帯の２人に１人が抑うつ傾向

	４ 家事・育児
	（１）母親の家事時間数―ふたり親世帯は平均3.5 時間
	（２）父親の家事時間数―ふたり親世帯が増加、父子世帯が減少
	（３）夫婦の合計家事時間―夫家事参加の世帯ほど長くなる
	（４）性別役割分業―母親に比べて父親の賛成割合が高い
	（５）Work-Life Conflict―夫の家事時間数より妻の就業時間数が重要
	（６）非同居父親と子どもの交流―「年に数回」以上は養育費の確保に有利
	（７）子どもの勉強をみる―未就学児、小学生のいる世帯では高頻度
	（８）子どもと夕食を取る―母親が正社員の世帯では「孤食」が多い
	（９）子どもの習い事・塾代―中学生・高校生年齢層に高額な費用
	（１０）子どもの学業成績―母子世帯の男子がより深刻な状況
	（１１）子どもの不登校―中高生と男子に比較的多く見られる
	（１２）児童虐待―三世代同居の方が虐待は起こりにくい

	５ 子育て世帯への支援
	（１）祖父母による援助―同居、近居、準近居、別居順に減少
	（２）祖父母以外の援助者―４～５割の世帯は「誰もいない」
	（３）認可保育所の利用―ふたり親世帯の５割強は利用経験なし
	（４）学童保育―母親が正社員として働く世帯の利用率が高い
	（５）育児休業制度の利用経験―パート・契約社員の利用が加速
	（６）短時間勤務制度の利用経験―ふたり親世帯の非正規が利用拡大
	（７）就業支援制度の利用―利用割合の伸びが止まっている
	（８）拡充してほしい公的支援―保育サービスの拡充希望が減少

	６ まとめ




 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     場所: 現在のページの後
     ページ番号: 1
     ページサイズ:  現在と同じ
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
            
       D:20190301115152
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     1
     Tall
     562
     318
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     4
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <>
    /CHT <>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <>
    /CHT <>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <>
    /CHT <>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <>
    /CHT <>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <>
    /CHT <>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF che devono essere conformi o verificati in base a PDF/X-1a:2001, uno standard ISO per lo scambio di contenuto grafico. Per ulteriori informazioni sulla creazione di documenti PDF compatibili con PDF/X-1a, consultare la Guida dell'utente di Acrobat. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 4.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/X-1a:2001, een ISO-standaard voor het uitwisselen van grafische gegevens. Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/X-1a. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 4.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




